
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
併
合
問
題
の
再
検
討

66　（558）

共
通
財
務
相
1
・
ブ
リ
ア
ー
ン
に
よ
る
二
つ
の
『
建
白
書
』
を
中
心
に
一

村

上

亮

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
ボ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
併
合
（
～
九
〇
八
年
｝
○
月
）
を
題
材
と
し
て
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
独
特
の
二
重
帝
国
体
制
に
従
来

と
は
異
な
る
角
度
か
ら
光
を
あ
て
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
と
く
に
今
回
は
、
他
の
首
脳
に
先
が
け
て
併
合
を
上
奏
し
た
共
通
財
務
相
ブ
リ
ア
ー
ン
に
着

臼
す
る
。
具
体
的
に
は
彼
に
よ
る
二
つ
の
『
建
自
書
漏
を
中
心
に
、
併
合
に
至
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
国
内
の
動
向
の
検
討
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ハ
ン
ガ

リ
ー
の
枠
組
み
を
こ
え
た
帝
国
全
体
に
関
わ
る
案
件
（
「
共
通
案
件
」
）
の
決
定
過
程
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
考
察
の
結
果
、
ブ
リ
ア
ー
ン
が
占
領
状
態
に

起
因
す
る
民
族
運
動
を
お
さ
え
る
た
め
に
併
合
を
発
意
し
た
こ
と
、
ブ
リ
ア
ー
ン
の
計
画
が
共
通
外
務
重
工
ー
レ
ン
タ
ー
ル
ら
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、

併
合
へ
の
道
筋
を
整
え
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
継
承
法
（
「
国
事
詔
書
」
）
を
め
ぐ
る
折
衝
の
不
調
は
、
ボ
ス
ニ
ア
の
「
合

法
的
」
な
併
合
を
不
可
能
と
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
帝
国
中
枢
に
お
け
る
政
策
決
定
の
多
歯
性
と
機
能
不
全
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
九
巻
四
号
　
一
一
〇
［
六
年
七
月

序

論

本
稿
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
併
合
（
一
九
〇
八
年
一
〇
月
）
を
糸
口
と
し
て
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
独
特
の
二
重
帝
国
体
綱
に
新
た

な
光
を
あ
て
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
以
下
、
ボ
ス
ニ
ア
と
略
記
）
。
ボ
ス
ニ
ア
併
合
は
、
ド
イ
ツ
の
支
持
す
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
と
ロ
シ
ア
の
後

援
す
る
セ
ル
ビ
ア
と
の
対
立
と
い
う
第
一
次
世
界
大
戦
直
前
の
外
交
危
機
（
「
七
月
危
機
」
）
と
同
じ
構
図
を
生
み
だ
し
た
た
め
、
主
と
し
て
国
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併合期のボスニアとその周辺地域

畜類
アみツア纏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

際
関
係
の
文
脈
で
注
目
さ
れ
て
き
た
。
通
説
的
な
説
明
で
は
、
併
合
の
首
謀
者
は
ハ
プ

ス
ブ
ル
ク
の
共
通
外
務
相
A
・
L
・
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
（
在
職
一
九
〇
六
－
一
二
年
）
と

目
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
併
合
を
断
行
し
た
動
機
は
、
セ
ル
ビ
ア
に
よ
る
中
世
王
国
の
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

建
を
目
指
す
「
大
セ
ル
ビ
ア
主
義
」
の
打
破
と
さ
れ
、
そ
の
契
機
は
青
年
ト
ル
コ
革
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

（一

縺
Z
八
年
七
月
）
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
反
面
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
国
内
か
ら
み
た
併
合
の
意
義
は
概
し
て
等
閑
に
付
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
併
合
が
単
純
な
領
土
拡
大
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
同
時
代

の
官
僚
、
著
作
家
F
・
ク
ラ
イ
ン
ヴ
ェ
ヒ
タ
ー
に
よ
る
以
下
の
一
節
か
ら
う
か
が
え
る
。

「〔

n
プ
ス
ブ
ル
ク
〕
帝
国
の
法
的
構
造
が
、
〔
中
略
〕
そ
の
分
類
化
を
試
み
る
国
家
学

者
の
ひ
ど
い
頭
痛
の
種
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
痛
み
は
新
た
に
獲
得
し
た
ボ
ス
ニ
ア
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

編
入
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
悪
化
す
る
だ
ろ
う
」
と
。
こ
こ
か
ら
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の

首
脳
た
ち
も
ボ
ス
ニ
ア
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
「
頭
痛
」
に
襲
わ
れ
た
と
類
推
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
、
何
ら
か
の
対
策
が
用
意
さ
れ
た
と

み
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
仮
説
を
念
頭
に
お
い
た
う
え
で
、
当
該

研
究
を
い
く
つ
か
の
領
域
に
分
け
て
整
理
し
、
本
稿
の
視
点
と
目
的
を
明
確
に
し
て
お

き
た
い
。

　
第
一
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
外
交
の
仕
組
み
で
あ
る
。
外
交
の
骨
格
を
規
定
し
た
二
重

帝
国
（
ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
）
体
制
の
要
諦
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
「
均

衡
」
に
あ
り
、
外
交
と
軍
事
、
そ
れ
ら
に
関
わ
る
財
政
は
、
両
半
部
が
共
同
で
対
処
す
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⑥

る
「
共
通
案
件
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
J
・
ガ
ラ
！
ン
タ
イ
は
、
共
通
外
務
相
が
も
っ
ぱ
ら
君
主
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ

フ
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
～
方
、
外
交
政
策
が
君
主
と
共
通
外
務
相
の
専
断
事
項
で
は
な
く
、
両
童
部
首
相
の
同
意
も
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

つ
た
こ
と
を
説
明
す
る
が
、
併
合
の
実
態
ま
で
は
筆
を
進
め
て
い
な
い
。
E
・
シ
ョ
モ
ジ
は
、
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
共
通
閣
議
で
は
共

通
外
務
相
か
ら
外
交
政
策
の
概
要
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
一
九
〇
六
年
以
降
、
共
通
閣
議
の
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

能
が
変
化
し
た
こ
と
も
示
唆
し
た
が
、
子
細
に
検
討
し
た
訳
で
は
な
い
。

　
第
二
は
、
ボ
ス
ニ
ア
獲
得
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
が
、
ボ
ス
ニ
ァ
の
施
政
権
、
な
ら
び
に
隣
接
す
る
サ
ン
ジ
ャ
ク
に
お
け

る
駐
兵
権
を
得
た
の
は
ベ
ル
リ
ン
会
議
（
一
八
七
八
年
六
－
七
月
）
の
こ
と
で
あ
る
（
ベ
ル
リ
ン
条
約
第
二
五
条
）
。
本
稿
の
前
提
と
し
て
、
ボ
ス
ニ

ア
の
占
領
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
膨
張
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
ボ
ス
ニ
ア
支
配
の
態
様
が
、
一
般
的
な
植
民
地
統
治
と
通
底
す
る
性
格
を
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

び
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
し
か
し
ボ
ス
ニ
ア
の
地
理
的
条
件
や
占
領
と
い
う
過
渡
期
の
背
景
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

筆
者
は
、
時
の
共
通
外
務
相
J
・
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
南
ス
ラ
ヴ
の
独
立
国
家
や
ボ
ス
ニ
ア

の
自
治
化
を
阻
止
す
る
た
め
に
ボ
ス
ニ
ア
の
確
保
を
意
図
し
た
こ
と
、
併
合
に
賛
成
す
る
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
や
軍
部
と
併
合
に
反
対
す
る

両
為
部
議
会
、
な
ら
び
に
占
領
の
「
暫
定
性
」
に
固
執
す
る
オ
ス
マ
ン
の
板
挟
み
と
な
り
、
無
期
限
の
占
領
に
落
ち
着
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

こ
と
を
す
で
に
論
じ
た
。
ド
イ
ツ
の
国
法
学
者
G
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ボ
ス
ニ
ア
は
「
国
家
」
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
一
八
七
八
年
か
ら
三
〇
年
に
わ
た
り
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
に
も
オ
ス
マ
ン
に
も
正
式
に
帰
属
し
て
い
な
い
、
占
領
と
い
う
不
安
定
な
法
的
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

礎
に
拠
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
に
よ
る
占
領
地
ボ
ス
ニ
ア
を
併
合
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
筆
者
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
が
ロ
シ
ア
の

同
意
（
一
八
八
二
年
）
と
オ
ス
マ
ン
の
動
揺
（
一
八
九
六
年
）
と
い
う
対
外
情
勢
に
乗
じ
て
併
合
を
試
み
た
こ
と
、
し
か
し
主
に
本
国
政
体
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

影
響
に
対
す
る
危
惧
ゆ
え
に
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
筆
者
は
別
の
機
会
に
、
前
出
の
エ
ー
レ
ン
辻
三
ル
と
彼

の
帝
国
改
編
構
想
に
触
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
併
合
が
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
不
満
を
解
消
す
る
た
め
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
対
等
な
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ー
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
、
ダ
ル
マ
テ
ィ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
か
ら
構
成
さ
れ
る
　
　
南
ス
ラ
ヴ
ブ
ロ
ッ
ク
を
創
出
す
る
、
「
三
重
制
↓
N
巨
δ
ヨ
」
の
起

点
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
な
お
「
三
重
制
」
と
は
、
ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
体
制
の
も
と
で
ド
イ
ツ
人
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
に
な
ら
ぶ

地
位
を
得
よ
う
と
す
る
改
革
案
全
般
を
指
し
、
チ
ェ
コ
人
や
ク
ロ
ア
テ
イ
ア
人
な
ど
で
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
優
越
的
な
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
失
う
こ
と
に
な
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
、
こ
れ
に
強
く
反
対
し
て
い
た
。

　
以
上
か
ら
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
外
交
が
多
元
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
国
内
的
な
影
響
へ
の
懸
念
か
ら
併
合
が
決
断
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
未
解
決
の
課
題
も
浮
か
び
上
が
る
。
一
つ
目
は
、
併
合
に
お
け
る
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
以
外
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
首
脳
の
動
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
跡
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
政
界
の
中
枢
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
下
院

議
員
」
・
レ
ー
ト
リ
ヒ
の
証
人
に
着
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
と
共
通
財
務
相
1
・
ブ
リ
ア
ー
ン
b
d
g
江
ぎ
（
在
職
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

九
〇
三
－
＝
葦
）
が
、
占
領
状
態
の
破
棄
と
併
合
の
実
施
に
つ
い
て
一
致
し
た
旨
を
記
し
て
い
る
。
ボ
ス
ニ
ア
行
政
を
職
掌
し
て
い
た
も
の

の
、
対
外
案
件
を
管
轄
し
て
い
な
い
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
関
与
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
と
な
り
う
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ブ
リ
ア
ー
ン
が
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
に
併
合
を
奏
議
し
た
『
ボ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
に
関
す
る
建
白
書
』
、
噸
ボ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

エ
ゴ
ヴ
イ
ナ
に
関
す
る
建
白
書
∬
隔
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
従
来
の
研
究
に
お
い
て
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
二
つ
目
は
、
併
合
後
の
ボ
ス
ニ
ア
の
布
置
を
め
ぐ
る
角
逐
が
考
査
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
占
領
後
の
ボ
ス
ニ
ア

は
、
当
座
の
措
置
と
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
も
属
さ
な
い
門
共
同
統
治
地
域
し
、
換
言
す
れ
ば
帝
国
内
に
お
け
る
第
三
の
地

域
と
さ
れ
、
こ
の
体
系
の
変
更
は
両
面
部
議
会
の
承
諾
を
要
し
た
。
併
合
は
、
ボ
ス
ニ
ア
の
憲
法
上
の
立
場
の
変
化
を
通
じ
て
二
重
帝
国
体
制

を
動
揺
さ
せ
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
S
・
R
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
は
、
併
合
を
進
め
る
国
内
の
手
続
き
に
お

　
　
　
　
　
　
　
⑱

い
て
「
若
干
の
混
乱
」
が
生
じ
た
こ
と
を
記
す
も
の
の
、
そ
の
実
相
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
検
証
は
、
面
素
と
共
通
大
臣
、

両
半
部
政
府
、
議
会
の
意
向
が
輻
韓
す
る
政
策
の
あ
り
よ
う
の
解
明
に
貢
献
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
今
回
は
、
占
領
状
態
の
孕
む
問
題
を
念
頭
に
お
い
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
国
内
の
ボ
ス
ニ
ア
併
合
へ
の
工
程
を
描
き
出
す
こ
と
に
努
め
た

69　（561）



い
。
本
稿
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
と
、
第
一
章
で
は
、
ボ
ス
ニ
ア
統
治
の
概
要
と
ブ
リ
ア
ー
ン
の
統
治
政
策
を
整
理
し
た
う
え
で
、
ブ

リ
ア
ー
ン
『
建
白
書
』
を
吟
味
す
る
。
第
二
章
で
は
、
『
建
白
書
∬
』
と
そ
れ
に
対
す
る
エ
1
レ
ン
タ
ー
ル
の
『
所
見
幽
を
手
が
か
り
に
両
者

の
思
惑
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
第
三
章
で
は
、
併
合
直
前
の
共
通
閣
議
の
論
議
を
た
ど
り
、
併
合
直
前
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
国
内
の
対
応
を
考
察

す
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
、
ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
体
制
を
従
来
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
捉
え
返
し
て
み
た
い
。

70　（562）

①
ド
イ
ツ
の
圧
力
に
よ
っ
て
併
合
の
甘
諾
を
強
い
ら
れ
た
（
一
九
〇
九
年
三
月
）

　
ロ
シ
ア
の
屈
辱
が
、
第
～
次
世
界
大
戦
の
起
原
と
し
て
無
視
し
え
な
い
と
の
G
・

　
ク
ル
マ
イ
ヒ
の
示
唆
は
、
傾
聴
に
値
す
る
。
の
興
山
図
巨
鯨
色
。
壷
掘
ミ
N
禽
へ
．

　
肉
§
鴨
し
σ
蔑
§
N
■
℃
巴
興
9
脱
戸
卜
。
O
冠
■
ω
』
圃
－
卜
⊃
Q
。
．

②
こ
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、
ボ
ス
ニ
ア
を
セ
ル
ビ
ア
人
固
有
の
土
地
と
み
な
し
、

　
中
世
セ
ル
ビ
ア
王
国
の
復
活
を
う
た
っ
た
『
ナ
チ
ェ
ル
タ
ー
ニ
ェ
　
（
覚
書
）
㎞
（
一

　
八
四
四
年
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
起
草
し
た
内
務
大
宗
1
・
ガ
ラ
シ
ャ
ニ
ン
の
反

　
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
的
な
信
条
が
、
セ
ル
ビ
ア
の
政
治
家
に
受
け
継
が
れ
た
こ
と
、
こ

　
の
構
想
が
と
く
に
ボ
ス
ニ
ア
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
O
妙
く
置
竃
碧
隈
魯
蚊
ρ
自
§
O
貸
ミ
旨
嚇
層
ミ
し
ロ
ミ
神
§
b
q
蝋
恥
ミ
ミ
。
催
し
u
o
巳
曾
H
」
Φ
。
。
9

　
冨
・
島
ふ
｝
■

③
≦
蒔
圧
じ
u
き
目
α
q
聾
’
、
、
写
ω
磐
腎
＆
Φ
艮
ω
号
鋸
9
。
・
Φ
9
ω
匿
ρ
旧
号

　
H
8
。
。
．
．
●
5
0
9
普
Φ
二
器
寓
。
「
皿
曾
孫
）
．
N
℃
◎
釦
ミ
§
簑
凡
§
審
円
し
口
§
§
一

　
ミ
厳
寒
ミ
ミ
、
融
ミ
§
嵩
§
蔵
勲
し
d
「
貨
巴
Φ
ρ
b
。
O
＝
噂
忘
」
○
。
山
ρ
ζ
蝉
お
霞
簿

　
ζ
蝉
。
ζ
旨
磐
．
冨
偽
§
、
↓
隷
ミ
騨
N
儀
ミ
㌔
§
q
頸
竈
鴨
陶
ミ
黒
門
N
℃
N
榔
客
①
を

　
《
o
日
栄
翰
O
一
。
。
、
や
禽
P
青
年
ト
ル
コ
革
命
は
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
出
世
治
下
の

　
専
制
体
覇
の
変
革
を
目
指
す
蜂
起
を
指
す
。
新
井
政
美
『
ト
ル
コ
近
現
代
史
睡
み

　
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
六
一
＝
＝
頁
。

④
写
δ
曾
陣
9
お
Φ
ぎ
芝
器
蠕
け
Φ
鉾
、
、
藻
①
》
目
①
巴
8
b
σ
。
ω
蝕
窪
ω
。
p
α
α
Φ
門

　
頃
巽
N
①
ぴ
q
o
≦
ぎ
①
．
．
、
N
町
野
ミ
ミ
謡
剰
㌔
ミ
ミ
神
し
u
P
ω
山
。
一
㊤
O
ρ
ω
．
ぱ
O
．
以
下
、
引

　
用
に
お
け
る
〔
〕
は
、
筆
者
に
よ
る
補
足
。

⑤
大
津
留
厚
「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
i
ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
体
制
の
論
理
・
構
造
・

　
展
開
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
五
帝
国
と
支
配
古
代
の
遺
産
㎞
岩
波
書
店
、
一

　
九
九
八
年
、
二
九
七
⊥
一
一
二
〇
頁
。
本
稿
で
は
、
こ
の
国
制
の
な
か
で
正
式
名
称

　
を
持
た
な
か
っ
た
西
半
部
を
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
」
と
表
記
す
る
。

⑥
客
N
ω
①
h
Ω
巴
ぎ
け
9
b
ミ
3
㌧
ミ
ミ
詩
ミ
曽
、
u
き
お
ミ
帖
逡
詳
惣
ミ
駐
ミ
塁

　
N
O
。
一
下
N
鴇
N
O
。
．
譲
δ
ρ
6
0
ρ
Q
。
．
愈
ム
9
以
下
も
合
わ
せ
て
参
照
。
馬
場
優

　
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
ー
ー
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
バ
ル
カ
ン
戦
争
一
第
一
次
世
界
大
戦
へ
の

　
道
睡
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
1
二
四
頁
。
本
稿
で
は
、
ハ
ン
ガ

　
リ
ー
人
の
名
前
も
名
、
姓
の
順
に
記
す
。

⑦
け
く
四
ω
o
ヨ
。
題
押
b
ミ
鷺
ミ
鴨
§
的
騎
§
§
冨
騎
ミ
、
ミ
職
ミ
野
ミ
＼
恥
§
§
や

　
§
藁
蓑
審
§
さ
蓉
ミ
ミ
鳴
N
Q
。
軌
下
N
℃
0
9
芝
δ
戸
一
8
◎
ψ
一
心
㊤
山
①
。
。
’

⑧
一
例
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
南
塚
信
吾
「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
帝
国
主
義

　
1
「
二
州
併
合
」
か
ら
考
え
る
」
隅
帝
国
と
帝
国
主
義
（
工
一
世
紀
歴
史
学
の
創

　
造
四
）
h
有
士
心
企
q
、
二
〇
一
二
年
、
五
五
一
一
六
一
萄
ハ
。

⑨
村
上
亮
「
東
方
危
機
（
一
八
七
五
－
七
八
年
）
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
ー
ボ
ス

　
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
占
領
問
題
を
中
心
に
」
『
論
叢
』
（
関
藪
学
院
高
等

　
部
）
第
五
九
号
、
二
〇
～
四
年
、
一
－
…
三
頁
。

⑩
G
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
（
芦
部
信
喜
他
共
訳
）
蟹
般
国
家
学
㎞
学
陽
書
房
、
一
九

　
七
四
年
、
五
雲
ニ
頁
。



ボスニア・ヘルツェゴヴィナ併合問題の再検討（村上）

⑪
村
上
亮
「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
お
け
る
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
エ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
統

　
合
の
試
み
（
一
八
七
八
－
一
九
〇
八
）
1
国
際
法
上
の
立
場
と
物
上
連
合
体
制

　
（
二
重
帝
國
体
制
）
の
交
錯
一
」
『
関
学
西
洋
史
論
集
㎞
第
三
四
号
、
二
〇
一
一

　
年
、
一
五
⊥
一
二
頁
。

⑫
　
村
上
亮
「
皇
位
継
承
者
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
再
考
一
政
治
権
力
と

　
「
三
重
制
」
を
手
が
か
り
に
…
」
『
関
西
大
学
西
洋
史
論
叢
㎏
第
一
八
号
、
二
〇

　
一
｝
血
年
、
轟
バ
ー
七
百
ハ
。

⑬
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
に
着
目
し
た
A
・
ズ
パ
ン
の
論
稿
も
、
部
分
的
な
論
証
に
と

　
ど
ま
る
。
〉
ヨ
。
冠
ω
¢
O
O
簿
鐸
、
．
G
σ
霞
。
コ
〉
①
年
①
箕
ぴ
鉾
℃
帥
亭
ω
韓
ぴ
冨
嶺

　
℃
H
o
9
ゆ
q
碧
α
餌
磐
α
誓
Φ
〉
目
Φ
図
勇
。
け
一
〇
口
o
h
ゆ
。
ω
乱
簿
－
頃
Φ
轟
Φ
α
q
O
託
コ
嚢
。
．
．
’
3
団
。
「
毘

　
（
餌
ε
■
N
◎
塗
樋
N
．
§
ミ
鴨
誠
§
．
O
P
ω
刈
ふ
ρ

⑭
｝
o
ω
Φ
喜
力
毘
銭
亀
き
暁
吻
ミ
ミ
黙
謹
冒
晦
白
鷹
贈
§
9
ミ
ミ
罫
じ
d
巴
旦
6
b
。
。
。
．

　
o
り
．
心
ω
b
っ
1
轟
ω
ω
．

⑮
霞
雲
。
。
－
国
9
毒
山
望
き
駐
母
。
7
ぞ
ヨ
窪
（
以
下
、
団
出
ω
け
》
）
猟
（
口
σ
ぎ
①
g
鴛
。
臨
く

　
（
Ω
魯
皿
日
節
葬
魯
）
．
囚
母
8
ロ
．
卜
⊃
9
b
§
諒
q
ミ
ミ
導
ミ
じ
◎
o
吻
ミ
§
N
ミ
職
ミ
鴨

　
轄
諮
轟
。
§
蕊
魯
以
下
、
本
文
申
で
は
『
建
白
書
匝
、
脚
注
で
は
b
§
譜
6
ミ
ミ
と

　
記
す
。
な
お
原
文
に
は
頁
数
の
記
載
は
な
い
。

⑯
鵠
鵠
ω
＄
’
諮
げ
ヨ
Φ
嘗
寄
口
N
算
囚
。
冥
①
超
。
巳
Φ
護
踏
8
ρ
親
心
＼
お
O
。
。
’

　
b
§
討
。
ミ
ミ
き
ミ
b
O
o
寒
暁
§
§
織
ミ
鳴
ミ
誌
轟
。
§
ミ
§
以
下
、
本
文
中
で

　
は
噸
建
白
書
－
轍
、
脚
注
で
は
b
§
諒
q
ミ
鴬
隠
と
記
す
。

⑰
　
下
記
の
研
究
は
、
『
建
白
書
』
、
『
建
白
書
1
㎞
の
～
部
に
触
れ
て
い
る
。

　
H
ω
2
9
0
び
ω
N
①
ケ
q
㌍
、
．
〉
¢
ゆ
雪
巨
臥
。
・
8
H
ω
8
9
毬
Ω
「
臥
じ
d
鋸
甑
雪
．
し
d
δ
讐
p
。
娼
匡
㊦

　
二
口
島
6
四
ゆ
q
Φ
び
g
o
7
。
。
滞
＝
①
．
．
’
』
ミ
ミ
N
覇
　
q
ミ
唱
ミ
鴇
今
織
勘
恥
の
無
鳴
ミ
貯
、
ミ
謎

　
切
ミ
織
§
題
ミ
N
§
鴇
⇔
§
沁
。
貯
ミ
§
肉
黛
＆
。
・
謹
鳩
ミ
謹
ミ
鳴
．
留
9
ざ
ミ
詮
ミ
融
蟄

　
↓
o
ヨ
虹
ψ
○
。
レ
O
①
ρ
ψ
δ
一
幽
O
G
。
、
Φ
。
・
ロ
．
δ
甲
H
鵯
こ
ひ
N
ω
Φ
h
O
蝕
九
字
（
窪
興
ω
Φ
冒
け

　
O
曾
p
。
両
ロ
ゆ
Q
一
＼
口
①
霞
δ
露
①
国
コ
ぴ
Q
一
）
噂
b
待
O
偽
、
鳴
ミ
竃
q
ミ
毯
、
甲
＄
お
ミ
蹄
。
ぎ

　
き
ミ
ま
ミ
鴨
ミ
ミ
魯
、
春
、
嚇
ぐ
駄
轟
じ
d
鼠
摺
㊥
。
・
戸
お
刈
ρ
ψ
①
刈
一
刈
O
こ
。
ぎ
7
①
ω
冨
．

　
、
．
↓
冨
》
再
Φ
o
巴
Φ
簿
。
。
o
団
〉
話
け
「
政
調
毒
げ
q
o
蔓
．
ω
芝
鉾
〉
首
。
・
　
℃
o
膏
δ
ω
磐
◎

　
℃
o
汗
写
ζ
鋳
9
ω
ぎ
≦
2
轟
弩
鳥
じ
σ
巳
碧
Φ
雲
び
Φ
♂
話
磐
α
α
霞
ぎ
帥
q
6
峯
．
．
、
ぎ

　
霊
δ
ぎ
Φ
9
ω
震
ぎ
ひ
Q
窪
＼
冨
8
0
5
円
帥
ヨ
ヨ
Φ
準
o
h
興
曾
瞬
）
．
』
、
6
ミ
q
§
織

　
き
誘
さ
§
鴨
§
吻
建
塁
♂
墨
～
へ
㍉
ミ
⑦
貯
自
営
ミ
。
ミ
唱
ミ
怨
§
恥
、
し
ロ
ミ
鳴
ミ
§
喚
藁
、

　
ミ
鳴
O
§
ミ
q
§
9
ミ
ミ
q
詮
晦
ミ
ミ
肉
ミ
。
鷺
勲
景
Φ
p
一
8
ω
も
や
ω
卜
。
①
山
b
。
P

⑱
の
騨
ヨ
器
【
寄
窪
く
窪
冒
壽
霞
9
ヨ
ω
。
算
》
器
ミ
や
顛
§
鷺
礎
矯
ミ
§
ミ
喧
蕊

　
黛
導
帖
ミ
誘
咋
§
、
ミ
き
、
▼
b
σ
黛
。
ω
ぎ
ゆ
Q
ω
8
冨
レ
8
野
O
．
O
O
．

第
｝
章
　
ブ
リ
ア
ー
ン
『
建
白
書
』
（
｝
九
〇
七
年
五
月
〉

第
㎜
節
　
共
通
財
務
相
ブ
リ
ア
ー
ン
の
施
政

　
ま
ず
、
本
稿
の
前
提
と
な
る
ボ
ス
ニ
ア
の
宗
派
H
民
族
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
ボ
ス
ニ
ア
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
セ
ル
ビ
ア
正
教

徒
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
過
半
数
を
占
め
な
い
割
合
で
混
住
し
て
お
り
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
期
に
「
宗
派
」
か
ら
「
民
族
」
へ
の
帰
属
意
識
の
変

化
が
み
ら
れ
た
。
セ
ル
ビ
ア
正
教
徒
が
セ
ル
ビ
ア
人
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
人
と
し
て
、
さ
ら
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
も
独
自
の
意

（563）71



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

識
を
育
み
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
セ
ル
ビ
ア
王
国
が
ボ
ス
ニ
ア
の
獲
得
を
希
望
し
て
い
た
一
方
、
も
っ
ぱ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
国
内
に
居
住
し
て
い
た
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
人
も
中
世
王
国
（
コ
ニ
位
一
体
王
国
」
）
の
再
建
を
目
指
し
、
ボ
ス
ニ
ア
の
編
入
を
望
ん
で

い
た
こ
と
を
補
っ
て
お
き
た
い
。
以
上
に
加
え
て
、
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
と
ボ
ス
ニ
ア
の
結
合
問
題
が
、
三
重
制
を
め
ぐ
る
議
論
と
不
可
分
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
こ
と
、
ボ
ス
ニ
ア
が
セ
ル
ビ
ア
人
と
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
人
の
「
不
和
の
種
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
こ
う
。

　
次
に
、
ボ
ス
ニ
ア
統
治
の
あ
ら
ま
し
を
一
瞥
し
て
お
く
。
ボ
ス
ニ
ア
は
、
外
交
、
国
防
、
財
務
か
ら
な
る
共
通
省
庁
を
代
表
す
る
形
で
共
通

財
務
省
の
管
轄
下
に
お
か
れ
、
施
政
全
般
は
共
通
財
務
相
が
お
こ
な
っ
た
。
ボ
ス
ニ
ア
統
治
は
「
ボ
ス
ニ
ア
行
政
法
」
（
一
八
八
○
年
二
月
）
に

よ
っ
て
「
共
通
案
件
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
「
均
衡
」
の
原
則
は
こ
の
地
に
も
敷
術
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ボ
ス
ニ
ア
の
自
治
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
、
議
会
は
当
初
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
く
に
共
通
財
務
相
B
・
カ
ー
ラ
イ
菌
裟
錯
（
在
職
一
八
八
二
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

一
九
〇
三
年
）
期
の
自
治
は
、
一
八
五
〇
年
代
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
「
新
絶
対
主
義
」
期
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
ほ
ど
限
局
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
な
か
で
、
行
政
府
に
強
い
不
満
を
抱
い
て
い
た
セ
ル
ビ
ア
人
に
お
い
て
は
民
族
主
義
的
な
統
　
運
動
が
み
ら
れ
、
そ
の
原
因
と
し
て
セ
ル
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ア
や
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
と
の
密
接
な
接
触
、
農
地
所
有
や
教
育
を
め
ぐ
る
行
政
府
へ
の
不
満
が
あ
げ
ら
れ
る
。
セ
ル
ビ
ア
人
は
一
八
九
六
年
以
後
、

教
育
や
教
会
の
自
治
運
動
を
展
開
し
た
が
、
カ
ー
ラ
イ
に
よ
っ
て
封
殺
さ
れ
た
。
T
・
ク
リ
ャ
リ
ャ
チ
チ
は
、
セ
ル
ビ
ア
人
が
こ
の
闘
争
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
で
、
行
政
府
へ
の
反
抗
精
神
と
集
団
的
抵
抗
を
強
め
た
こ
と
を
書
き
記
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
カ
ー
ラ
イ
の
後
任
と
な
っ
た
ブ
リ
ア
ー
ン
の
略
歴
を
記
し
て
お
こ
う
。
彼
は
、
一
八
五
一
年
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
貴
族
の
家
系
に
生
ま
れ
、

領
事
学
校
を
卒
業
後
、
各
国
の
領
事
を
務
め
た
。
そ
の
後
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
の
信
任
の
厚
い
G
・
フ
ェ
イ
ェ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
リ
将
軍
の
娘
と

結
婚
し
た
後
に
男
爵
に
昇
格
、
将
来
の
大
臣
候
補
と
な
っ
た
。
彼
に
関
し
て
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
愛
国
心
を
持
ち
つ
つ
も
、
王
朝
へ
の
忠
誠

心
が
比
較
的
強
い
外
交
畑
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
、
マ
ジ
ャ
ー
ル
民
族
主
義
を
鼓
吹
す
る
独
立
党
を
は
じ
め
と
す
る
野
党
連
合
と
は
一
定
の
距

離
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
ソ
フ
ィ
ア
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
、
ア
テ
ネ
な
ど
に
お
け
る
駐
在
経
験
と
博
識
を
通
じ
て
大
国
政
治
と
民
族
問
題

の
連
関
を
理
解
し
た
こ
と
、
共
通
財
務
相
以
外
に
駐
ウ
ィ
ー
ン
ハ
ン
ガ
リ
ー
担
当
大
臣
、
共
通
外
務
相
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
た
よ
う
に
、
フ
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⑧

ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
の
信
頼
が
厚
か
っ
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

　
ブ
リ
ア
ー
ン
の
ボ
ス
ニ
ア
統
治
に
つ
い
て
い
え
ば
、
カ
ー
ラ
イ
に
比
べ
て
自
由
主
義
的
で
あ
り
、
彼
の
相
対
的
に
柔
軟
な
路
線
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
社
会
・
文
化
、
原
初
的
な
政
治
活
動
は
活
況
を
呈
し
た
。
政
策
の
眼
目
と
し
て
は
、
自
治
体
制
度
の
改
革
、
諜
報
活
動
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

縮
小
、
民
族
団
体
の
承
認
、
行
政
報
告
の
刊
行
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ブ
リ
ア
ー
ン
は
ま
た
、
カ
ー
ラ
イ
の
「
ボ
ス
ニ
ア
主
義
」
政
策
を
放
棄

す
る
と
と
も
に
、
「
セ
ル
ボ
ロ
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
語
」
の
名
称
を
初
め
て
公
式
に
使
用
し
た
（
一
九
〇
七
年
）
。
各
宗
派
に
対
す
る
見
方
も
イ
ス
ラ

ム
教
徒
に
配
慮
し
た
前
任
者
と
異
な
り
、
ブ
リ
ア
ー
ン
は
セ
ル
ビ
ア
正
教
徒
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
他
の
宗
派
に
先
駆
け
て

セ
ル
ビ
ア
正
教
徒
に
教
会
と
学
校
に
関
す
る
大
幅
な
自
治
を
承
認
（
一
九
〇
六
年
）
し
た
こ
と
に
看
取
で
き
る
。

　
し
か
し
ブ
リ
ア
ー
ン
の
政
策
は
、
年
長
の
保
守
的
な
セ
ル
ビ
ア
人
指
導
者
は
満
足
さ
せ
た
も
の
の
、
若
年
知
識
人
層
に
不
満
を
残
し
、
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

広
汎
な
自
治
を
求
め
る
運
動
へ
と
つ
な
が
つ
た
。
さ
ら
に
予
防
検
閲
の
廃
止
は
、
大
セ
ル
ビ
ア
主
義
を
煽
る
出
版
物
の
流
通
を
容
易
に
し
、
ハ

プ
ス
ブ
ル
ク
政
権
へ
の
批
判
を
強
め
た
の
で
あ
勧
・
ボ
ス
ニ
ア
地
方
行
政
府
の
初
代
統
計
部
長
を
務
め
た
F
．
シ
ュ
、
、
、
ッ
ト
は
・
当
時
の
情
勢

に
つ
い
て
「
〔
ブ
リ
ア
ー
ン
は
〕
あ
ま
り
に
強
く
張
り
つ
め
た
手
綱
を
直
ち
に
緩
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
悟
っ
た
。
し
か
し
車
輪
は
す
で
に
回
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

始
め
て
お
り
、
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
書
き
つ
け
て
い
る
。

第
二
節
　
　
『
建
白
書
』
の
奉
呈

　
か
か
る
状
況
の
下
、
ブ
リ
ア
ー
ン
は
一
九
〇
七
年
五
月
、
三
三
頁
に
わ
た
る
一
且
自
書
隔
を
草
し
た
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
ま
ず
指
摘
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
べ
き
は
、
ボ
ス
ニ
ア
支
配
を
め
ぐ
る
二
つ
の
難
題
で
あ
る
。
第
一
の
問
題
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
国
内
、
す
な
わ
ち
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
や
ダ
ル
マ

テ
ィ
ア
に
お
け
る
ボ
ス
ニ
ァ
編
入
の
動
き
で
あ
る
。
ブ
リ
ア
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
広
汎
な
階
層
が
「
ボ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ

ヴ
イ
ナ
に
お
け
る
三
位
へ
体
王
国
の
継
承
権
」
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
と
ボ
ス
ニ
ア
、
と
り
わ
け
こ
の
地
の
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア

人
と
の
「
古
い
紐
帯
」
を
作
り
あ
げ
て
い
る
と
い
う
。
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し
か
し
ブ
リ
ア
ー
ン
が
重
視
し
た
の
は
第
二
の
問
題
、
セ
ル
ビ
ア
国
家
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
獲
得
を
目
指
す
運
動
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
彼

は
、
「
国
際
関
係
に
お
い
て
許
さ
れ
る
限
界
の
手
段
を
用
い
て
〔
中
略
〕
我
が
政
権
へ
の
非
難
と
侮
辱
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
」
と
記
し
、
列

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

強
諸
国
に
占
領
委
任
の
取
り
消
し
を
求
め
る
活
動
や
ボ
ス
ニ
ア
に
お
い
て
現
金
、
密
偵
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
用
い
て
「
余
所
者
支
配
」
へ

の
反
発
を
惹
起
す
る
転
覆
工
作
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
ま
た
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、
大
セ
ル
ビ
ア
に
関
す
る
煽
動
が
ボ
ス
ニ
ア
の
自
治
を
強
く
要
求

す
る
背
後
に
、
東
ル
メ
リ
ア
の
例
に
な
ら
い
、
セ
ル
ビ
ア
と
ボ
ス
ニ
ア
を
統
合
す
る
た
め
の
過
渡
的
段
階
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
、
セ
ル
ビ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

側
の
希
望
を
見
い
だ
す
。
さ
ら
に
彼
は
、
占
領
と
い
う
法
的
立
場
が
セ
ル
ビ
ア
に
よ
る
撹
乱
行
為
に
対
す
る
「
国
事
犯
」
容
疑
の
適
用
を
困
難

に
す
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ボ
ス
ニ
ア
は
、
憲
法
上
で
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
正
式
な
領
土
で
は
な
く
、
「
無
主
財
産
」
に
す
ぎ
な
か

　
　
　
　
　
　
⑰

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
支
配
に
対
す
る
セ
ル
ビ
ア
人
、
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
人
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

南
ス
ラ
ヴ
民
族
の
抵
抗
か
ら
生
じ
た
「
南
ス
ラ
ヴ
問
題
」
に
含
め
ら
れ
る
。

　
彼
は
、
セ
ル
ビ
ア
の
活
動
を
阻
止
し
、
住
民
の
政
権
へ
の
支
持
を
調
達
す
る
と
と
も
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
へ
の
帰
属
意
識
を
瀬
養
す
る
目
的

か
ら
自
治
の
重
要
性
を
説
く
。
「
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
イ
ナ
住
民
の
大
半
は
、
こ
の
地
が
帝
国
に
併
合
さ
れ
る
こ
と
に
好
感
を
抱
い
て

は
お
り
ま
せ
ん
。
〔
中
略
〕
我
々
に
と
っ
て
は
将
来
、
同
地
住
民
に
お
い
て
、
自
発
的
な
支
持
者
を
得
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
イ
ナ
が
帝
国
と
の
結
合
に
よ
っ
て
、
自
由
、
福
祉
、
民
族
的
発
展
、
さ
ら
に
公
共
の
利
益
を
害
す
る
こ

と
な
く
、
自
ら
に
か
か
わ
る
案
件
の
決
定
権
を
獲
得
で
き
る
状
況
を
、
一
般
に
も
分
か
る
よ
う
な
形
で
作
り
出
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
目

的
を
は
た
す
た
め
の
唯
一
か
つ
不
可
欠
な
方
法
は
、
段
階
的
な
自
治
拡
大
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
明
確
な
形
で
帝
国
へ
の
編
入
に
成
功
し
て
い

な
い
時
点
で
あ
っ
て
も
、
占
領
地
域
は
、
自
治
の
発
展
を
通
し
て
住
民
に
自
ら
の
将
来
に
関
す
る
保
証
を
与
え
る
、
い
わ
ば
わ
れ
わ
れ
の
政
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
玄
関
口
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
」
そ
の
う
え
で
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、
段
階
的
な
自
治
の
深
化
が
不
可
避
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

「
併
合
問
題
」
を
顧
慮
し
て
着
手
さ
れ
る
べ
き
と
の
道
筋
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、
併
合
後
の
ボ
ス
ニ
ア
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
現
行
の
「
帝
国
直
轄
露
訳
Φ
搾
び
ω
冨
自
傷
」
を
否
定
的
に
捉
え
、
併
合
と
同
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時
に
ボ
ス
ニ
ア
と
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
、
ダ
ル
マ
テ
ィ
ア
を
合
併
し
、
そ
れ
を
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
支
配
下
に
お
く
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
れ
を
言
い
換

え
れ
ば
、
聖
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
王
冠
の
従
属
地
域
と
し
て
の
「
三
位
一
体
王
国
」
の
再
建
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
自
身
の
改
造
構

想
を
最
良
の
選
択
と
判
断
し
た
。
①
帝
国
両
半
部
の
人
口
数
と
共
通
案
件
の
費
用
分
担
を
均
衡
に
近
づ
け
る
こ
と
、
②
こ
の
枠
組
み
は
、
中
世

ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
王
国
と
い
う
歴
史
的
な
前
提
を
も
つ
た
め
、
南
ス
ラ
ヴ
の
統
一
的
発
展
と
充
足
感
に
資
す
る
こ
と
、
③
ボ
ス
ニ
ア
が
、
ク
ロ
ア

テ
ィ
ア
、
ダ
ル
マ
テ
イ
ア
と
の
連
結
環
と
な
る
こ
と
、
④
南
部
国
境
の
安
定
化
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
バ
ル
カ
ン
利
害
に
関
す
る
強
力
な
支
柱
と

し
て
役
立
つ
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
文
脈
で
着
眼
す
べ
き
は
、
前
に
触
れ
た
三
重
制
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、
南
ス
ラ
ヴ
民
族
の
統
一
運
動
の
な
か
に
三

重
制
構
想
の
存
在
を
認
め
て
い
た
が
、
そ
れ
を
「
根
本
的
な
誤
り
」
と
批
判
し
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
の
目
に
は
、
三
重
制
が
「
現
行
の
国
制
を
侮

辱
し
、
弱
体
化
さ
せ
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
均
衡
状
態
か
ら
あ
ら
ゆ
る
点
で
対
等
で
は
な
い
新
た
な
構
成
要
素
を
生
み
出
す
」
も
の
と
映
じ
た

か
ら
で
あ
る
。
占
領
と
い
う
過
渡
的
状
況
は
、
「
三
重
制
」
へ
の
改
編
の
可
能
性
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
従
属
下
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
れ
る
「
三
位
一
体
王
国
」
の
再
建
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
特
権
的
地
位
を
崩
す
三
重
制
の
阻
止
に
う
っ
て
つ
け
だ
っ
た
。

　
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、
自
身
の
構
想
が
ボ
ス
ニ
ア
と
ダ
ル
マ
テ
ィ
ア
を
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
移
管
す
る
と
い
う
現
体
制
の
領
域
的
枠
組
み
を
書
き
換
え

る
抜
本
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
自
覚
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、
併
合
が
帝
国
首
脳
に
お
い
て
検
討

の
初
期
段
階
に
も
至
っ
て
い
な
い
こ
と
、
オ
ス
マ
ン
の
現
状
維
持
と
い
う
従
来
の
外
交
政
策
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
列
記
す
る
。
そ
れ
に
も
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

わ
ら
ず
「
〔
ボ
ス
ニ
ア
に
関
す
る
〕
所
有
権
原
を
外
部
か
ら
の
激
し
い
異
議
申
し
立
て
か
ら
守
る
こ
と
が
難
し
い
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、

彼
が
セ
ル
ビ
ア
の
干
渉
を
招
く
占
領
体
制
の
撤
廃
に
比
重
を
お
い
た
こ
と
を
傍
証
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
か
ら
は
、
ブ
リ
ア
ー
ン
が
中
間
的
な
占
領
状
態
に
ボ
ス
ニ
ア
と
セ
ル
ビ
ア
王
国
の
セ
ル
ビ
ア
人
を
結
託
さ
せ
る
危
険
を
察
知
し
、
そ
の

状
況
の
積
極
的
な
打
開
を
促
し
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
現
地
社
会
の
不
満
を
和
ら
げ
る
た
め
の
方
策
を
自
治
に
求
め
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

拡
充
と
「
最
終
的
な
解
決
」
と
し
て
の
併
合
を
結
び
つ
け
た
。
そ
の
う
え
で
彼
は
、
併
合
の
基
軸
を
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
（
ザ
グ
レ
ブ
）
を
中
心
と
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す
る
「
三
位
一
体
王
国
」
の
復
興
に
お
く
こ
と
に
よ
り
、
セ
ル
ビ
ア
の
働
き
か
け
を
遮
断
す
る
と
同
時
に
、
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
人
の
懐
柔
を
図
っ

た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
方
、
ブ
リ
ア
ー
ン
は
自
ら
の
政
策
と
反
政
府
的
な
活
動
の
関
連
、
「
三
位
一
体
王
国
」
の
再
建
と
深

く
関
わ
る
は
ず
の
ク
ロ
ア
テ
イ
ア
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
は
詳
論
し
て
い
な
い
。

　
ブ
リ
ア
ー
ン
の
再
編
構
想
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
の
「
三
重
欄
」
と
の
相
似
性
に
も
考
え
を
巡
ら
せ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
彼

は
、
『
建
白
書
輪
直
前
に
記
し
た
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
宛
の
覚
書
（
～
九
〇
七
年
四
月
）
の
な
か
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
野
党
連
合
政
府
と
セ
ル
ビ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

人
、
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
人
の
良
好
な
関
係
に
論
及
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
冒
頭
に
あ
げ
た
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
と
同
様
に
「
わ
れ
わ
れ
の
南
ス
ラ
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

問
題
に
関
す
る
利
害
に
と
っ
て
望
ま
し
い
」
も
の
と
し
て
「
三
位
～
体
王
国
」
と
ボ
ス
ニ
ア
の
合
体
案
を
示
し
た
。
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
い

え
ば
、
エ
ー
レ
ン
タ
！
ル
は
こ
の
連
合
体
の
「
第
三
の
単
位
」
へ
の
格
上
げ
を
展
望
し
た
の
に
対
し
、
ブ
リ
ア
ー
ン
は
あ
く
ま
で
ハ
ン
ガ
リ
ー

へ
の
従
属
を
模
索
し
た
点
に
存
し
た
と
い
え
る
。
な
お
筆
者
は
、
ブ
リ
ア
ー
ン
が
提
起
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
領
有
案
の
起
源
を

断
定
で
き
る
材
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
想
定
し
う
る
要
素
と
し
て
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
の
「
三
重
制
」
構
想
へ
の
反
発
に
加

え
、
ボ
ス
ニ
ア
統
治
に
取
り
組
ん
だ
共
通
財
務
省
の
宜
僚
で
あ
り
、
バ
ル
カ
ン
史
の
専
門
家
L
・
タ
ロ
ー
シ
の
影
響
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
こ

れ
に
つ
い
て
」
・
レ
ス
リ
ー
は
、
ブ
リ
ア
ー
ン
が
自
ら
の
腹
案
を
タ
ロ
ー
シ
と
共
有
し
て
い
た
こ
と
、
彼
の
計
画
に
「
未
熟
な
バ
ル
カ
ン
諸
民

族
へ
の
家
父
長
的
自
由
主
義
」
が
見
て
と
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
う
え
で
、
中
世
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
と
ボ
ス
ニ
ア
の
関
係
を
取
り
上
げ
た
タ
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

シ
の
研
究
が
ブ
リ
ア
ー
ン
に
影
響
し
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
ボ
ス
ニ
ア
統
治
を
職
掌
し
て
い
た
共
通
財
務
相
を
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

年
近
く
に
わ
た
っ
て
独
占
し
て
い
た
こ
と
、
ブ
リ
ア
ー
ン
の
構
想
は
帝
国
内
に
お
け
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
影
響
力
拡
大
を
図
る
野
党
連
合
政
府
の

企
図
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

　
ま
た
『
建
白
書
』
に
は
、
セ
ル
ビ
ア
に
対
す
る
強
い
警
戒
感
が
に
じ
み
出
て
い
る
点
に
も
気
づ
く
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
ウ
ィ
ー
ン
と
ベ
オ

グ
ラ
ー
ド
と
の
関
係
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
オ
ブ
レ
ノ
ヴ
ィ
チ
国
王
夫
妻
の
暗
殺
二
九
〇
三
年
）
以
後
、
急
速
に
悪
化
し
て
い
た
こ
と
を

補
足
し
て
お
き
た
い
。
と
く
に
両
国
間
の
関
税
戦
争
（
「
豚
戦
争
扁
）
を
画
期
と
し
て
、
セ
ル
ビ
ア
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
へ
の
敵
対
的
姿
勢
を
強
め
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ボスニア・ヘルツェゴヴィナ併合問題の再検討（村上）

た
。
ま
た
こ
れ
に
勝
利
し
た
セ
ル
ビ
ア
は
、
経
済
的
な
自
立
度
を
高
め
る
と
と
も
に
、
議
会
制
の
発
展
、
大
学
や
国
立
図
書
館
な
ど
に
み
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
教
育
・
文
化
施
設
の
充
実
、
自
由
な
出
版
活
動
の
促
進
に
よ
っ
て
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
内
の
南
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
に
お
け
る
名
声
を
高
め
た
。
ブ

リ
ア
ー
ン
は
以
上
の
理
由
に
鑑
み
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
外
側
に
独
立
国
家
を
も
つ
セ
ル
ビ
ア
人
よ
り
も
、
も
っ
ぱ
ら
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
国
内
に
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

住
す
る
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
人
の
方
が
、
危
険
が
少
な
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①
ω
器
ひ
ぎ
－
竃
舞
。
O
鐘
ρ
し
。
霧
、
、
帖
§
・
ミ
誌
§
§
蓉
㌧
ミ
織
ミ
蟻
恥
ミ
ミ
ミ
ぎ
隷
－

　
§
讐
適
切
き
§
§
8
ぎ
（
」
c
Q
認
山
緯
鉾
鋒
ψ
g
げ
露
．
お
課
噂
ψ
N
δ
．

②
中
世
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
王
国
の
別
称
。
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
・
ス
ラ
ヴ
ォ
ニ
ア
、
ダ
ル

　
マ
テ
ィ
ア
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
。

③
6
。
号
℃
壁
豪
勇
ぎ
く
貫
、
、
9
8
窪
き
≦
Φ
箋
ω
8
夢
①
諺
導
Φ
×
注
昆
9
醒
ω
．
．
」
ロ

　
ロ
。
話
【
（
熊
ド
y
N
℃
◎
釣
貯
ミ
～
塁
§
N
．
P
N
O
卜
。
．

④
村
上
亮
「
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
特
権
農
業
・
商
業
銀
行
の
設
立
聞

　
題
（
一
九
〇
九
年
）
1
二
重
帝
国
体
制
に
お
け
る
「
共
通
案
件
」
の
あ
り
方
1
」

　
『
ゲ
シ
ヒ
テ
㎞
第
六
号
、
二
〇
一
三
年
、
五
－
六
頁
。

⑥
菊
。
げ
興
二
．
O
魯
昼
紹
ミ
⑱
§
』
b
口
、
轟
、
§
書
’
ピ
。
巳
o
ρ
卜
。
O
O
P
b
．
c
。
P

⑥
薫
三
民
」
①
U
』
o
昌
①
〈
貫
、
望
の
ω
興
σ
窪
．
．
胃
ぎ
〉
畠
臼
≦
碧
α
議
ω
N
冨
魯
瞬
）
・
窯
驚

　
ミ
身
寒
寒
＼
ミ
§
ミ
6
ミ
恥
瞬
c
O
職
や
N
ミ
G
Q
’
し
d
α
．
ω
1
押
≦
δ
ρ
一
ゆ
c
Q
ρ
ψ
♂
㊤
ー
ミ
ρ

　
〔
以
下
同
論
集
は
、
ミ
寓
ミ
礒
ミ
ミ
§
ミ
魯
凡
魯
巻
数
、
年
号
、
発
熱
と
記
す
y

　
参
謀
器
ψ
〈
g
ぎ
ざ
昼
．
．
↓
冨
ω
Φ
誉
ω
ぎ
〉
‘
ω
9
日
出
灯
降
o
q
費
罵
．
．
噂
》
霧
ミ
§

　
募
討
蓮
寄
ミ
腎
o
o
咳
く
。
ド
ω
レ
ゆ
①
N
℃
℃
．
卜
σ
刈
1
ω
餅

⑦
↓
o
邑
ω
㌶
く
菌
巨
冨
α
苓
き
N
ミ
ミ
沁
鴨
鰹
ミ
ミ
し
口
§
篭
覧
津
、
。
轟
。
ミ
ミ

　
〈
N
O
O
串
N
も
◎
恥
y
ω
脱
毛
Φ
＜
ρ
6
◎
。
刈
’
ω
雑
誌
O
ρ

⑧
知
。
げ
ぎ
○
冨
メ
、
．
〉
早
ご
。
h
団
§
聯
q
帥
ユ
磐
⇔
ご
四
汗
器
ω
窮
じ
ウ
窪
陣
内
塾
四
《
』
ω
零
磐

　
⇔
」
二
番
葺
き
α
ド
鉱
。
ω
↓
蕃
ぎ
。
昌
冒
窪
①
》
α
q
㊦
o
臨
田
o
q
ロ
乏
浅
口
。
爵
房
ミ
．
噛
↓
書

　
9
§
§
普
§
儀
団
匪
緯
晦
ミ
、
愚
偽
§
馬
沁
鴨
註
帖
§
〈
o
ド
○
。
O
I
四
8
0
妙
℃
や
謡
O
I
謡
鯉

　
H
ヨ
お
”
①
ω
。
。
噛
、
．
d
ロ
α
q
国
白
一
丁
び
q
①
雲
南
乱
酒
魯
コ
ロ
彗
N
ヨ
巨
ω
8
同
冨
ヨ
．
．
」
コ
H
ω
θ
＜
磐

　
悶
国
N
Φ
惹
ω
（
お
e
阜
さ
詠
ミ
袋
、
ミ
映
曾
嚢
芝
δ
鋒
b
。
O
O
野
ω
．
O
四
日
節
ヨ
器

　
Ω
o
話
n
葺
メ
、
．
ω
3
h
彗
ゆ
霞
陣
雪
噛
①
ヨ
¢
離
ひ
Q
鴛
騨
ω
o
冨
「
α
Q
Φ
ヨ
①
ぎ
鋸
ヨ
9
竃
琶
ω
け
興

　
α
巽
関
9
ω
σ
¢
お
興
ヨ
。
コ
霞
筈
一
①
｝
ヨ
Q
り
覧
①
頴
田
α
興
O
ω
8
畦
Φ
圃
〇
三
ω
魯
Φ
ロ

　
竃
①
ヨ
。
匿
口
弊
興
讐
母
．
．
．
9
き
ミ
噛
§
搦
誌
N
O
8
’
8
0
P
ω
」
。
。
9

⑨
幻
。
σ
ぎ
O
貯
Φ
ざ
『
ミ
§
遷
し
ロ
ミ
神
出
“
馬
≧
ミ
賊
ミ
ミ
駐
ミ
↓
ぎ
津
雰
寒
硲

　
、
Ω
唱
ミ
蔑
㌔
お
§
鴇
ミ
．
§
し
q
8
ミ
貸
N
O
O
謎
l
N
ミ
外
○
改
。
巳
b
O
O
メ
O
．
H
奪
．

⑩
セ
ル
ビ
ア
人
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
入
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
た

　
ボ
ス
ニ
ア
へ
の
愛
国
的
な
感
情
を
醸
成
す
る
た
め
に
試
み
ら
れ
た
も
の
で
、
セ
ル

　
ビ
ア
人
や
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
入
に
よ
る
民
族
主
義
の
抑
止
を
図
っ
た
。
J
・
ド
ー
ニ

　
ャ
／
V
・
A
・
F
・
フ
ァ
イ
ン
（
佐
原
徹
哉
他
訳
）
噸
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ

　
ヴ
ィ
ナ
史
一
多
民
族
国
家
の
試
練
㎞
慣
文
社
、
一
九
九
五
年
、
一
〇
四
買
。

⑪
℃
①
g
戦
≦
導
引
◎
尋
、
喧
。
鳩
執
§
織
、
。
ミ
簿
§
b
ロ
§
い
帖
§
ミ
ミ
§
、

　
熱
誌
§
ミ
鳩
ミ
（
N
G
Q
謎
∴
℃
N
c
Q
）
、
℃
餌
9
誉
。
ヨ
篇
8
0
。
・
ψ
卜
。
O
G
Q
l
ω
O
N

⑫
臨
Φ
ぎ
N
≧
マ
巴
O
Φ
ヨ
①
ぎ
審
乙
戸
b
§
粋
絶
罵
ミ
ミ
象
咋
ミ
鳶
ミ
周
§
ぎ

　
、
ミ
鈎
愚
。
ミ
隷
ミ
寒
＼
§
驚
顔
、
い
覇
ミ
逡
、
w
§
智
識
器
N
鴨
Q
c
O
＼
塗
．
凋
⊆
ω
⊆
芦
お
○
。
ρ

　
Q
o
．
c
。
O
．
こ
こ
で
は
、
ボ
ス
ニ
ア
の
出
版
法
（
一
九
〇
七
年
一
月
）
が
当
時
の
オ
ー

　
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
幽
該
法
の
規
定
を
援
用
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
編
集
者
を

　
ボ
ス
ニ
ア
住
民
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
あ
る
い
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
国
籍
所
有
者
と
す
る

　
こ
と
、
外
国
の
定
期
刊
行
物
に
つ
い
て
は
禁
止
を
継
続
し
た
こ
と
を
あ
げ
て
お
く
。

　
↓
ぎ
ヨ
器
O
｝
①
o
ゴ
。
≦
ω
罫
、
．
∪
鋤
ω
℃
お
ω
ω
捲
。
巨
伽
韓
麟
9
ω
σ
舞
o
q
興
ヨ
。
鑑
8
冨
①
．
ぎ

　
建
寓
登
霞
、
ミ
§
ミ
q
ミ
鴨
、
し
d
g
G
。
’
卜
。
0
8
、
o
o
．
顕
響
－
認
．
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⑬
閃
Φ
重
器
民
ω
簿
邑
9
b
◎
。
象
』
帖
§
§
織
ミ
鴨
熱
誌
轟
。
§
玉
織
§
ミ
織
ミ

　
忘
、
ミ
ミ
馬
§
晦
Q
讐
、
誌
帖
き
－
9
執
鷺
こ
錫
冨
督
臥
ひ
q
」
O
聖
廟
ψ
切
蒔

⑭
b
§
諺
。
専
鴬

⑮
セ
ル
ビ
ア
政
府
は
、
一
九
〇
七
年
～
月
二
一
日
、
パ
リ
と
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
駐
在
公

　
使
に
ボ
ス
ニ
ア
問
題
に
関
す
る
国
際
会
議
の
開
催
を
要
請
す
る
書
簡
を
送
っ
た
と

　
さ
れ
る
。
ζ
圃
δ
鑓
住
円
落
日
Φ
α
昼
．
．
ζ
Φ
ω
8
＞
口
の
ぎ
。
。
馨
し
d
O
ω
口
ω
一
出
興
O
Φ
ゆ
q
O
＜
5
，
ρ
d

　
ω
の
く
「
①
ヨ
Φ
路
9
H
ω
8
民
強
．
．
■
殉
鉱
貯
O
蓉
嬬
N
ヨ
M
5
0
〈
ド
曾
Φ
α
シ
の
聾
§
ミ
旨
ミ
6
篇
織
謹
謹
軸
Φ

　
し
口
湧
謹
一
翼
§
轟
8
簿
鰹
導
O
§
簿
ミ
織
。
ミ
、
ロ
ロ
磐
寅
ピ
郁
搾
ρ
卜
⊃
O
O
ρ
ω
什
ド
ω
O
I
ω
ピ

⑯
東
ル
メ
リ
ア
は
、
前
出
の
ベ
ル
リ
ン
条
約
第
＝
二
条
に
お
い
て
、
オ
ス
マ
ン
の

　
政
治
、
軍
事
的
支
配
下
に
お
か
れ
た
も
の
の
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
総
督
に
よ
る
行
政

　
的
な
自
治
が
認
め
ら
れ
た
地
域
で
あ
る
。
し
か
し
か
ね
て
よ
り
同
地
を
狙
っ
て
い

　
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
公
国
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ル
公
が
、
一
方
的
に
統
一
を
宣
言
し
た

　
（
一
八
八
五
年
九
月
〉
。
今
井
淳
子
コ
入
入
五
年
ブ
ル
ガ
リ
ア
公
国
と
東
ル
メ

　
リ
ア
の
統
こ
『
東
欧
史
研
究
㎞
第
一
七
号
、
一
九
九
四
年
、
五
⊥
篇
四
頁
。

⑰
b
§
諜
6
ミ
ミ
．

⑱
≧
曾
剛
く
磐
誇
く
苓
．
．
ω
巳
ω
冨
垂
9
①
写
畠
①
．
．
噛
田
ひ
q
岩
出
O
ω
。
三
『
町
q
）
ト
§
隷
§

　
N
§
＼
Q
跨
昏
ミ
昏
ミ
鴨
⑦
跳
眠
ミ
餐
愚
禽
．
芝
帥
Φ
戸
卜
⊃
O
O
介
ω
①
①
刈
よ
①
㊤
．

⑲
b
§
雰
ら
ミ
ミ
．

⑳
　
こ
の
表
現
は
、
同
時
代
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
当
時
の
ボ
ス
ニ
ア
を
指
す
用

　
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
㏄
般
的
な
定
義
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
当
時
の

　
ド
イ
ツ
治
下
エ
ル
ザ
ス
・
ロ
ー
ト
リ
ン
デ
ン
と
の
類
似
性
を
意
識
し
た
も
の
と
考

　
え
ら
れ
る
。

⑳
b
§
謝
審
＼
魯
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
」
も
参
照
。

⑫
　
b
§
謹
。
ミ
ミ
．

⑱
b
§
蓼
告
ミ
鉢

⑳
　
野
党
連
合
政
府
と
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
臨
調
セ
ル
ビ
ア
人
連
合
と
の
協
力
は
、
前
者

　
が
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
と
の
妥
協
に
至
っ
た
こ
と
（
　
九
〇
六
年
四
月
）
に
よ

　
り
大
き
く
転
換
し
た
。
野
党
連
合
が
、
当
初
帝
国
内
の
少
数
民
族
や
バ
ル
カ
ン
諸

　
国
に
対
し
て
融
和
的
で
あ
っ
た
も
の
の
、
問
も
な
く
膨
張
的
な
性
格
へ
と
転
化
し

　
た
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
月
村
太
郎
噌
オ
ー
ス
ト
リ
ア
闘
ハ
ン
ガ

　
リ
ー
と
少
数
民
族
問
題
一
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
人
・
セ
ル
ビ
ア
人
連
合
成
立
史
㎞
東
京

　
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、
一
三
七
－
一
七
六
頁
…
H
ω
け
く
士
庶
ひ
ω
N
Φ
纂
↓
ぎ

　
⇒
ミ
魯
ミ
ミ
ミ
＆
恥
9
愚
。
鴇
蛛
帖
ミ
執
ミ
ミ
ミ
帖
ミ
ミ
ミ
こ
隠
顕
．
鱗
さ
蕊
蒔
謡
㌔
ミ
鳶
ヒ

　
N
℃
q
O
…
N
も
N
猟
。
ウ
9
α
帥
燈
Φ
。
。
け
い
ゆ
刈
9
b
ロ
．
6
幽
ρ

㊧
　
ブ
リ
ア
ー
ン
が
、
自
身
の
構
想
で
は
カ
ル
ロ
ヴ
イ
ツ
が
正
教
徒
を
ひ
き
つ
け
る

　
中
核
と
な
る
と
展
望
し
て
い
た
こ
と
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
に
よ
る
爾
ス
ラ
ヴ
地
域
の

　
改
編
は
、
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
り
も
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
影
響

　
が
少
な
い
と
記
し
た
こ
と
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
一
九
〇
七
年
四
月
の
覚
書
は

　
下
記
を
参
照
。
関
属
曽
〉
、
℃
■
》
］
噛
閤
碧
8
口
絹
9

（
⑳
　
い
Φ
ω
試
ρ
、
．
〉
郎
8
0
①
α
①
口
け
ω
．
．
噂
℃
O
．
ω
卜
⊃
㎝
1
も
Q
b
σ
G
Q
　
O
蕉
σ
古
く
評
。
ピ
。
＜
贋
①
昌
。
＜
苓

　
、
、
¢
5
ゆ
q
貫
ぼ
O
ぴ
－
び
O
ω
巳
。
D
O
ず
Φ
b
σ
Φ
N
δ
げ
⊆
コ
o
q
Φ
コ
雪
住
象
Φ
図
Φ
自
臨
O
賢
ω
σ
Q
Φ
ω
〇
三
〇
馨
①
幽
①
ω

　
ヨ
謬
審
冨
詳
Φ
「
嵩
O
げ
①
コ
じ
d
O
ω
コ
δ
昌
一
壁
≦
Φ
N
評
い
鉱
。
。
・
↓
『
緯
び
o
N
く
。
。
、
．
、
ヨ
U
悼
Φ
く
四
衛

　
一
＝
N
げ
器
掠
＼
H
ヨ
お
国
①
ω
の
葛
尾
）
噂
ト
ミ
6
。
恥
馳
N
ミ
ミ
q
遷
闇
儀
ミ
ミ
無
ミ
隷
Q
憶
ミ
ミ

　
㌔
ミ
ミ
隷
ミ
胃
ω
豊
中
Φ
＜
ρ
N
O
｝
ρ
ω
．
ω
H
l
潟
ω
．

⑳
　
共
通
三
大
臣
の
内
、
国
防
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
た
～
方
、

　
外
務
と
財
務
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
一
つ
ず
つ
割
り
当
て
ら
れ
て
い

　
た
。

⑳
　
O
δ
。
。
N
Φ
讐
§
鳴
寄
ミ
愚
§
譜
℃
N
8
Q
憩
象
ミ
§
。
U
』
8
藤
中
［
順
子
は
、
併
合
を

　
め
ぐ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ボ
ス
ニ
ア
の
関
係
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
オ
ス
マ
ン
側

　
に
力
点
を
置
い
て
い
る
た
め
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
側
の
分
析
は
不
十
分
で
あ
る
。
藤

　
由
順
子
噸
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
・
オ
ス
マ
ン
両
帝
国
の
外
交
交
渉
』
南
窓
社
、
二
〇
〇

　
三
年
、
第
三
章
。

⑳
し
d
冨
留
冨
く
5
壁
①
書
く
苓
．
、
9
Φ
〉
霧
ω
Φ
g
。
ま
。
。
。
落
口
し
u
①
N
δ
巨
畠
①
口
N
書
－

　
q
。
O
『
の
5
　
ω
Φ
同
門
①
路
　
q
p
自
　
山
Φ
同
　
顕
鋤
び
ω
σ
¢
贋
o
q
Φ
「
ヨ
O
下
国
戦
〇
三
Φ
、
．
’
　
ぎ
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寒
富
昏
袋
寒
、
ミ
ミ
ミ
§
ミ
鴨
．
し
d
畠
0
山
．
一
8
ω
¶
ω
■
ω
①
ω
1
ω
①
①
．

⑳
　
ボ
ス
ニ
ア
に
隣
接
し
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
軍
の
駐
要
す
る
サ
ン
ジ
ャ
ク
で
も
セ
ル

　
ビ
ア
に
よ
る
撹
乱
工
作
が
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
↓
餌
ヨ
簿
惹
Q
り
。
冨
Φ
罫

藍
§
ミ
鳩
ミ
貯
さ
§
き
S
恥
o
N
ミ
神
§
N
¢
勝
N
ミ
．
．
、
象
♂
、
誌
二
審
－
S
N
鷺
§
物
℃
ミ
怨
M
爵

凡
ミ
⑦
ミ
N
き
隷
§
嵩
＞
C
魁
営
爲
織
、
爲
O
Q
N
℃
l
N
℃
◎
O
Q
）
、
閃
冨
p
謀
霞
け
鋤
ヨ
窯
平
戸
卜
⊃
O
一
ω
■
ω
．

①
Q
◎
1
誤
．

第
二
章
　
ブ
リ
ア
ー
ン
と
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
の
角
逐

第
［
節
　
　
「
大
臣
連
絡
会
議
」
に
お
け
る
併
合
問
題

ボスニア・ヘルッェゴヴィナ併合問題の再検討（村上）

　
そ
れ
で
は
ブ
リ
ア
ー
ン
の
建
議
は
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
リ
ア
ー
ン
の
日
記
を
ひ
も
と
く
と
、
フ
ラ
ン
ツ
・

ヨ
ー
ゼ
フ
は
『
建
白
書
駄
の
主
旨
に
は
賛
成
し
た
も
の
の
、
実
施
の
難
し
さ
に
言
及
し
た
と
さ
れ
る
（
五
月
一
七
日
）
。
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

併
合
自
体
に
は
賛
成
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
（
七
月
四
日
）
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
お
よ
そ
一
〇
結
ぶ
り
に
帝
国

中
枢
に
お
い
て
併
合
が
討
議
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
画
期
と
い
え
る
、
ボ
ス
ニ
ア
の
現
状
を
取
り
上
げ
た
大
臣
連
絡
会
議
（
一
九
〇
七
年
＝
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

一
臼
）
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。

　
会
議
の
冒
頭
に
発
言
し
た
の
は
、
ブ
リ
ア
ー
ン
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
不
穏
化
の
原
因
を
、
前
任
者
力
i
ラ
イ
の
施
策
に

求
め
た
う
え
で
、
「
発
展
能
力
の
な
い
」
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
相
対
的
に
数
の
少
な
い
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
く
、
「
長
き
に
わ
た
り
な
お
ざ
り
に

さ
れ
、
政
府
よ
り
不
信
の
目
を
向
け
ら
れ
て
き
た
〔
中
略
〕
政
治
的
に
も
っ
と
も
活
発
な
」
セ
ル
ビ
ア
正
教
徒
を
政
権
の
支
持
勢
力
に
取
り
込

　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

む
べ
き
と
強
調
し
た
。
ま
た
、
同
年
一
一
月
の
ボ
ス
ニ
ア
で
設
立
さ
れ
た
「
セ
ル
ビ
ア
人
民
族
団
体
」
に
つ
い
て
は
、
「
あ
く
ま
で
占
領
状
態

に
お
け
る
自
治
」
を
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
「
革
命
運
動
の
危
険
は
な
い
」
と
判
断
し
た
。
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、
セ
ル
ビ
ア
正
教
徒
へ

の
妥
協
を
、
新
た
な
政
治
方
針
に
そ
く
し
た
範
囲
に
と
ど
め
る
が
、
現
時
点
で
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
妥
協
よ
り
も
大
き
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
と
の
目
途
を
つ
け
た
。
ブ
リ
ア
ー
ン
が
、
親
セ
ル
ビ
ア
的
な
針
路
を
堅
持
し
て
い
た
こ
と
を
読
み
と
れ
る
。

　
併
合
後
の
政
治
体
制
に
つ
い
て
は
、
『
建
白
書
』
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ
内
容
が
み
ら
れ
る
。
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
単
位
の
自
治
を

79 （571）



第
一
段
階
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
続
い
て
郡
、
県
、
そ
し
て
ボ
ス
ニ
ア
全
域
を
代
表
す
る
地
方
議
会
へ
の
段
階
的
拡
大
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
併
合
へ
の
直
接
的
な
言
及
は
み
ら
れ
な
い
が
、
自
治
を
拡
充
す
る
必
要
を
強
調
し
た
。
も
っ
と
も
彼
が
、
自
治
機
関
の
管
轄
か
ら
帝
国

両
外
部
の
内
政
や
帝
国
の
外
交
政
策
を
排
除
し
た
こ
と
は
、
ボ
ス
ニ
ア
編
入
の
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
意
向
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ブ
リ
ア
ー
ン
の
セ
ル
ビ
ア
人
政
策
や
自
治
の
拡
大
は
、
諸
大
臣
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
次
に
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
の
発
言
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
彼
は
ま
ず
自
治
に
つ
い
て
、
ボ
ス
ニ
ア
議
会
の
招
集
と
併
合
の
「
も
っ
と
も
密
接
な

関
係
」
を
説
い
た
う
え
で
、
ボ
ス
ニ
ア
議
会
が
併
合
問
題
を
協
議
す
る
こ
と
は
是
が
非
で
も
回
避
し
、
併
合
を
「
い
わ
ば
儀
式
的
な
採
決
に
よ

り
」
事
後
承
認
す
べ
き
と
語
っ
た
。
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
が
ブ
リ
ア
ー
ン
と
同
じ
く
自
治
と
併
合
を
結
び
つ
け
た
こ
と
、
併
合
に
際
し
て
現
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

意
思
を
軽
視
し
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
と
く
に
職
工
レ
ン
タ
ー
ル
の
十
干
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
つ
を
特
記
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
目
は
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
が
占
領
の
「
暫
定

的
性
格
」
を
定
め
た
オ
ス
マ
ン
と
の
取
り
決
め
を
閑
却
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
す
で
に
ボ
ス
ニ
ア
を
完
全
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
領
と
み

な
し
て
お
り
、
併
合
に
対
す
る
オ
ス
マ
ン
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
に
対
し
て
は
「
占
領
地
域
の
併
合
に
よ
り
、
秘
密
協
定
に
関
係
し
な
い
新
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
法
的
状
況
が
生
み
出
さ
れ
た
」
と
反
論
す
べ
き
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
併
合
を
第
二
五
条
以
外
の
ベ
ル
リ
ン
条
約
の
改
訂
時
に
実
行
す

る
と
の
発
言
は
、
併
合
へ
の
消
極
性
も
教
え
て
く
れ
る
。
一
一
つ
目
は
、
両
半
部
の
首
相
が
併
合
後
も
現
行
の
国
界
の
維
持
を
求
め
た
こ
と
で
あ

る
。
と
く
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
首
相
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
芝
舞
興
δ
は
、
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
人
－
ー
セ
ル
ビ
ア
人
連
合
へ
の
危
惧
と
南
ス
ラ
ヴ
ブ
ロ
ッ
ク
の
創

出
へ
の
懸
念
を
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は
、
　
八
九
六
年
八
月
三
〇
日
の
共
通
閣
議
で
取
り
決
め
ら
れ
た
原
則
、
具
体
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
え
ば
併
合
後
も
ボ
ス
ニ
ア
を
「
共
同
統
治
地
域
」
と
す
る
こ
と
を
言
明
し
た
の
で
あ
る
ρ

　
こ
の
会
議
に
お
い
て
帝
国
首
脳
が
併
合
に
ま
つ
わ
る
対
応
を
討
議
し
た
点
、
併
合
が
帝
国
の
統
治
機
構
に
与
え
る
影
響
に
言
及
さ
れ
た
点
か

ら
は
、
青
年
ト
ル
コ
革
命
の
前
か
ら
併
合
へ
の
流
れ
が
着
実
に
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
て
取
れ
る
。
一
方
で
、
こ
の
場
で
も
明
言
を
避
け

た
よ
う
に
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
が
即
座
の
併
合
に
慎
重
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ブ
リ
ア
ー
ン
は
併
合
に
向
け
て
新
た
な
手
立
て
を
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講
じ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ併合問題の再検討（村上〉

第
二
節
ブ
リ
ア
ー
ン
隅
建
白
書
∬
価
（
［
九
〇
八
年
四
月
）

　
そ
こ
で
翌
春
、
ブ
リ
ア
ー
ン
は
再
度
の
『
建
白
書
■
』
の
奉
呈
に
踏
み
き
っ
た
。
最
初
に
、
占
領
状
態
が
セ
ル
ビ
ア
の
策
動
の
付
け
入
る
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

地
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
住
民
を
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
に
取
り
込
む
た
め
に
「
完
全
な
る
公
民
権
」
を
与
え
る
と
と
も
に
、
ボ
ス
ニ
ア
を
国
家
機
構

の
な
か
で
し
か
る
べ
き
地
位
に
お
く
こ
と
、
別
言
す
れ
ば
ボ
ス
ニ
ア
の
政
治
的
権
利
を
行
使
す
る
た
め
の
議
会
を
開
設
す
べ
き
と
求
め
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
荊
建
白
書
蜘
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
の
う
え
で
、
覗
建
白
書
輪
と
の
相
違
点
を
整
理
し
て
お
く
。
第
一
は
、
併
合
を
よ
り
強
い
調
子
で
勧
説
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

彼
は
現
地
に
お
け
る
抵
抗
を
予
見
し
つ
つ
、
「
わ
れ
わ
れ
の
決
然
た
る
態
度
は
、
住
民
の
世
論
に
歯
止
め
を
か
け
る
」
と
併
合
を
求
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ま
た
マ
ケ
ド
ニ
ア
情
勢
が
　
層
悪
化
す
る
前
に
併
合
を
行
う
べ
き
と
の
具
申
も
、
具
体
的
な
事
象
に
触
れ
る
こ
と
で
、
説
得
力
を
高
め
よ
う
と

す
る
意
図
を
付
度
で
き
る
。
第
二
は
、
併
合
後
の
法
的
地
位
を
、
現
行
の
「
共
同
統
治
地
域
」
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ブ
リ

ア
ー
ン
は
、
現
状
の
領
域
配
分
を
変
化
さ
せ
な
い
場
合
に
併
合
へ
の
賛
同
を
取
り
つ
け
ら
れ
る
こ
と
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
新
た
な
「
共
通
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
⑬

件
」
創
出
へ
の
拒
否
反
応
が
強
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
両
瓦
全
首
相
が
、
前
節
の
大
臣
連
絡
会
議
に
お
い
て
現
状
維

持
を
求
め
た
こ
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る
。
ブ
リ
ア
ー
ン
の
変
節
か
ら
は
、
彼
を
と
り
ま
く
制
約
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
は
、
併
合
後
の
ボ
ス
ニ
ア
の
政
治
的
立
場
を
よ
り
明
瞭
に
描
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、
併
合
に
あ
た
っ
て
は
外
交
交
渉
に

先
立
ち
、
以
下
の
懸
案
に
つ
い
て
岩
心
部
政
府
が
同
意
す
る
必
要
を
認
め
た
。
①
帝
国
全
体
に
関
わ
る
案
件
（
共
通
案
件
）
へ
の
ボ
ス
ニ
ア
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

関
与
、
②
共
通
案
件
に
関
わ
る
ボ
ス
ニ
ア
の
費
用
負
担
、
③
ボ
ス
ニ
ア
住
民
の
国
籍
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
①
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ブ
リ
ア
ー

ン
は
自
治
の
範
囲
を
、
財
政
、
鉄
道
、
鉱
業
、
国
有
林
、
な
ら
び
に
ボ
ス
ニ
ア
行
政
の
最
高
機
関
を
除
く
、
い
わ
ば
帝
国
の
全
般
的
利
害
に
関

わ
ら
な
い
案
件
に
と
ど
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
　
方
で
、
併
合
後
に
宗
派
別
人
ロ
に
応
じ
て
主
要
三
宗
派
の
代
表
を
招
集
し
、
併
合
に
関
す
る
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⑮

表
明
を
行
う
可
能
性
は
排
除
し
て
い
な
い
。
ま
た
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、
占
領
状
態
を
改
め
る
に
あ
た
り
「
薪
た
な
法
的
枠
組
み
」
が
必
須
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
述
べ
、
参
照
で
き
る
例
を
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
国
内
の
み
な
ら
ず
、
エ
ル
ザ
ス
・
ロ
ー
ト
リ
ン
デ
ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
ブ

リ
ア
ー
ン
は
、
併
合
の
ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
体
制
へ
の
波
及
を
最
小
限
に
食
い
止
め
よ
う
と
し
た
反
面
、
そ
の
な
か
で
ボ
ス
ニ
ア
に
一
定
の
権
利

を
与
え
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
つ
ま
り
『
建
自
書
1
』
は
、
併
合
に
よ
る
帝
国
と
ボ
ス
ニ
ア
の
関
係
の
強
化
と
と
も
に
、
併
合
後
の
構
想
を
も
提
起
し
た
と
い
え
る
。
併
合

を
求
め
る
論
理
、
動
機
の
基
調
は
『
建
白
書
』
と
概
ね
同
じ
で
あ
る
が
、
セ
ル
ビ
ア
に
対
す
る
焦
心
が
強
ま
っ
た
こ
と
、
ボ
ス
ニ
ア
の
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

立
場
を
よ
り
詳
細
に
叙
述
し
て
い
る
こ
と
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
本
国
の
「
ア
キ
レ
ス
腱
」
と
な
り
か
ね
な
い
、
併
合
に
対
す
る
現
地
の
セ
ル
ビ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

人
や
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
る
反
発
へ
の
対
処
と
し
て
の
「
ボ
ス
ニ
ア
王
国
」
の
称
号
の
復
活
を
記
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

最
後
に
「
将
来
的
に
み
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
併
合
を
与
え
る
者
は
誰
も
い
な
い
で
し
ょ
う
」
と
の
一
節
に
看
取
で
き
る
、
併
合
の
必
要
性
の
訴

え
を
意
に
留
め
て
お
き
た
い
。
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第
三
節
　
工
ー
レ
ン
タ
ー
ル
の
『
所
見
臨

　
そ
れ
で
は
、
『
建
白
書
■
』
に
は
ど
の
よ
う
な
反
応
が
み
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ブ
肪
ア
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
は
賛
意

を
示
し
た
も
の
の
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
が
こ
れ
に
反
対
し
た
と
い
う
。
そ
の
際
に
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
が
作
成
を
約
束
し
た
覚
書
は
、
手
渡
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
か
っ
た
と
ブ
リ
ア
ー
ン
は
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
も
っ
と
も
、
『
建
白
書
∬
隔
に
関
す
る
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
の
『
所
見
』
は
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
そ
の
内
容
を
追
っ
て
み
よ
う
。
こ

の
な
か
で
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は
、
併
合
の
動
機
や
併
合
後
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
賛
同
し
、
ボ
ス
ニ
ア
に
関
す
る
将
来
の
禍
根
を
取
り
除
く

こ
と
は
望
ま
し
い
と
し
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
は
外
交
政
策
と
国
際
情
勢
に
鑑
み
、
即
時
の
併
合
を
拒
絶
す
る
。
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は

こ
の
理
由
と
し
て
、
①
列
強
諸
国
の
反
対
、
②
ベ
ル
リ
ン
条
約
の
一
方
的
破
棄
が
も
た
ら
す
事
態
へ
の
懸
念
、
③
軍
事
的
な
準
備
の
欠
如
を
あ
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げ
て
い
る
。
と
く
に
彼
は
、
ベ
ル
リ
ン
条
約
の
調
印
国
で
あ
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
が
併
合
を
強
行
し
た
場
合
Y
ロ
シ
ア
が
バ
ル
カ
ン
に
お
け
る
現

状
維
持
を
取
り
決
め
た
悪
露
中
立
協
定
（
一
八
九
七
年
）
を
無
視
し
、
海
峡
問
題
を
提
起
す
る
可
能
性
に
加
え
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
独
立
、
ギ
リ

シ
ア
に
よ
る
ク
レ
タ
併
合
、
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
補
償
要
求
な
ど
の
憂
慮
を
書
き
入
れ
て
い
る
。
彼
は
併
合
を
「
わ
れ
わ
れ
の
政
策
の
目
標
」
と

は
認
め
つ
つ
も
、
ベ
ル
リ
ン
条
約
の
法
的
基
盤
の
放
棄
を
避
け
る
べ
き
と
判
断
し
た
。
ブ
リ
ア
！
ン
に
類
比
す
る
と
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
の
併

合
へ
の
消
極
性
は
明
白
で
あ
る
。

　
た
だ
し
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は
、
近
い
将
来
の
時
点
で
併
合
に
踏
み
切
る
こ
と
も
ほ
の
め
か
す
。
彼
は
填
露
関
係
が
冷
却
し
て
い
る
現
在
、
今

後
の
展
開
は
親
密
さ
を
増
し
て
い
る
英
露
関
係
に
左
右
さ
れ
る
と
見
通
し
、
こ
の
状
況
が
続
け
ば
早
晩
、
何
ら
か
の
変
化
が
招
来
す
る
と
見
た

　
　
　
⑬

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
下
山
レ
ン
タ
ー
ル
は
、
「
現
状
維
持
を
変
え
る
出
来
事
な
し
に
は
併
合
を
行
わ
な
い
」
と
し
た
一
方
、
「
そ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

事
態
は
遠
く
な
い
将
来
に
起
こ
る
だ
ろ
う
」
と
の
予
測
を
記
し
た
。
『
所
見
』
を
簡
約
す
れ
ば
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は
併
合
へ
の
理
解
を
示
し

つ
つ
、
も
っ
ぱ
ら
外
交
的
な
観
点
か
ら
ブ
リ
ア
ー
ン
の
発
意
を
退
け
た
と
い
え
る
。
な
お
現
時
点
で
は
、
『
建
白
書
豆
』
が
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル

の
行
動
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
明
書
で
き
な
い
。
し
か
し
彼
が
、
青
年
ト
ル
コ
革
命
の
直
前
（
一
九
〇
八
年
六
月
）
、
両
半
部
首
相
な
ら
び

に
ブ
リ
ア
ー
ン
に
対
し
て
セ
ル
ビ
ア
に
よ
る
煽
動
活
動
へ
の
警
戒
を
促
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
統
一
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

対
処
を
提
起
し
た
背
景
に
『
建
白
書
■
』
に
あ
っ
た
と
は
推
察
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①
幹
く
幽
し
d
巨
雪
（
申
N
ω
ひ
び
簿
頃
。
疑
節
昏
（
ω
N
Φ
爵
．
）
）
”
切
ミ
q
鋤
ミ
§
N
勘
き
§

　
㌶
§
§
㌧
」
も
O
罰
」
§
甲
ゆ
巳
卸
U
Φ
。
ワ
け
レ
8
ρ
O
・
鉾
明
建
白
書
㎞
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・

　
ヨ
ー
ゼ
フ
に
毫
髪
さ
れ
た
翌
日
（
五
月
一
四
臼
）
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
に
送
ら
れ

　
た
。
O
無
ぎ
げ
p
ρ
押
藩
執
塾
識
爵
．
ψ
ω
O
O
．

②
こ
の
会
議
は
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
の
主
宰
の
も
と
、
ブ
リ
ア
ー
ン
、
共
通
國
防
相

　
F
・
シ
ェ
ー
ナ
イ
ヒ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
首
相
M
・
W
・
ペ
ッ
ク
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
首

　
相
S
・
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
の
出
席
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
会
議
の
伏
線
と
し

　
て
、
ロ
シ
ア
外
相
イ
ズ
ヴ
ォ
ル
ス
キ
が
同
年
秋
の
ウ
ィ
ー
ン
訪
問
時
、
エ
ー
レ
ン

　
タ
ー
ル
に
ボ
ス
ニ
ア
併
合
を
打
診
し
た
こ
と
が
予
測
で
き
る
が
、
断
定
は
で
き
な

　
い
。
一
儀
二
巴
琶
竃
．
○
二
面
「
Φ
算
謝
ミ
。
ぴ
尊
ミ
ミ
属
鳴
鳶
越
謡
隷
ミ
魁
ミ
織
ミ
腎
題
ミ
・

　
8
“
罵
醤
毎
ミ
ミ
蔵
O
起
罫
、
諺
ぐ
。
・
謁
巽
旨
身
。
詮
⑩
国
§
叙
軌
吻
紺
鼻
溝
。
ミ
8
勘
心
ミ
肉
織
、
騎
戴
紀

　
し
ロ
ミ
隷
ミ
S
ミ
蹄
簿
N
鴨
◎
摯
N
℃
題
’
O
O
O
ω
巴
鉾
6
α
9
ψ
H
O
一
山
O
卜
⊃
■

③
閏
国
ω
け
〉
、
℃
．
〉
■
同
’
囚
㌶
8
コ
．
①
ω
①
．
0
曽
σ
ぎ
Φ
け
叶
α
窪
ζ
芭
ω
け
韓
（
以
下
、
O
◎
竃
）

　
＜
H
H
國
＼
O
－
8
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④
こ
れ
は
、
ボ
ス
ニ
ア
全
域
か
ら
集
ま
っ
た
七
｝
名
の
セ
ル
ビ
ア
人
に
よ
っ
て
結

　
成
さ
れ
た
。
こ
の
際
の
決
議
内
容
は
、
民
主
的
原
則
に
基
づ
く
憲
法
の
公
布
、
費

　
任
の
あ
る
、
か
つ
外
的
要
素
を
含
ま
な
い
行
政
府
の
も
と
で
、
完
全
な
自
決
権
を

　
持
つ
完
全
な
自
治
の
享
受
、
税
制
改
革
、
ボ
ス
ニ
ア
独
自
の
関
税
領
域
の
設
置
、

　
農
業
問
題
の
解
決
な
ど
で
あ
る
。
U
冨
β
じ
q
8
ミ
§
ー
ミ
誌
轟
。
ミ
面
掛
ψ
認
ρ

⑤
出
洗
浄
♪
℃
’
〉
鈎
諮
詳
8
．
①
。
。
⑤
○
α
憲
≦
國
H
＼
？
メ

⑥
ミ
猟

⑦
両
者
が
こ
の
視
点
を
共
有
す
る
経
過
は
、
史
料
の
制
約
上
、
明
ら
か
に
す
る
こ

　
と
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
が
「
三
重
制
」
を
提
起
し
た
一
九

　
〇
七
年
二
月
の
覚
書
に
お
い
て
、
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
自
治
は
併
合
の
後
が
ふ
さ

　
わ
し
い
と
の
展
望
を
詑
し
た
旨
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。
ω
o
δ
ヨ
。
郎
芝
磐
搾

　
．
．
〉
び
「
①
導
『
旺
．
Q
。
℃
H
O
鷺
凶
目
筥
Φ
敏
「
嘗
Φ
O
O
b
◎
。
叶
㎞
貯
鉱
O
b
巴
↓
H
磐
o
D
智
N
§
勉
獣
。
ご
O
h

　
普
Φ
寓
餌
σ
乙
り
σ
霞
σ
q
ζ
o
ロ
錠
O
げ
鴇
↓
『
「
o
Φ
ω
Φ
自
薄
竃
Φ
ヨ
。
騨
Φ
ω
．
．
噂
§
笥
の
貯
き
ミ
。

　
葡
ミ
靱
ミ
＜
O
ド
a
噌
お
①
ρ
噛
．
㎝
卜
⊃
刈
．

⑧
類
鉱
ω
＄
㌔
．
〉
］
．
囚
震
8
ロ
．
8
ρ
8
ζ
≦
國
H
＼
？
刈
．

⑨
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
下
記
を
参
照
。
財
話
ω
。
営
。
堕
二
げ
壁
Q
V
（
O
σ
Φ
鍔
H
。
・
讐
碧

　
団
①
「
P
）
胃
b
器
℃
、
ミ
。
隷
ミ
貯
指
口
的
偽
ミ
軍
職
協
嵩
ミ
蕊
ミ
N
ミ
馬
脳
職
動
鷺
、
＼
ミ
題
織
帖
、

　
噺
無
ミ
ミ
勘
ミ
逡
静
観
ミ
鷺
識
象
、
N
§
§
一
頃
註
ミ
鳴
N
O
Q
℃
孚
N
も
O
N
し
u
¢
畠
昌
Φ
。
。
叶
レ
8
鰹
ψ

　
H
？
b
o
Q
Q
「

⑩
b
§
雰
暮
ミ
哩
気
ψ
9

⑪
b
§
諒
。
ミ
ミ
舞
Q
。
」
刈
．

⑫
政
情
の
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
オ
ス
マ
ン
領
マ
ケ
ド
ニ
ア
を
め
ぐ
り
、
ハ
プ
ス

　
ブ
ル
ク
と
ロ
シ
ア
は
、
ミ
ュ
ル
ツ
シ
ュ
テ
…
ク
改
革
案
（
一
九
〇
三
年
～
○
月
）

　
を
作
成
し
た
。
し
か
し
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
の
反
対
、
オ
ス
マ
ン
当
局
の
葬
協
力

　
的
な
態
度
な
ど
に
よ
り
、
収
拾
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
頃
同
琶
。
卿
ω
閃
。
く

　
b
ヴ
鼠
α
ぴ
q
ρ
　
↓
隷
鳴
ミ
富
富
国
お
ミ
ミ
佃
黛
註
勘
ヒ
自
ミ
ミ
茜
ミ
笥
O
ミ
ミ
℃
o
ミ
ミ
勲

　
N
c
Q
N
笥
1
」
℃
N
O
Q
¶
鼠
①
≦
鴫
O
時
レ
㊤
O
ρ
O
や
謡
Q
◎
山
＄
．

⑬
b
§
譜
h
ミ
ミ
鎖
ψ
藁

⑭
b
§
勢
“
ミ
ミ
舞
ω
．
蜀

⑮
b
§
諄
。
ミ
ミ
員
ω
．
峯

⑯
b
§
謹
暮
翠
霞
ψ
這
∴
9
紙
幅
の
都
合
上
、
各
国
の
従
属
地
域
を
比
較
し
た

　
同
時
代
の
研
究
を
参
照
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
こ
こ
で
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
局

　
地
的
な
案
件
に
つ
い
て
は
自
治
を
認
め
ら
れ
て
い
た
一
方
、
「
エ
ル
ザ
ス
・
ロ
ー

　
ト
リ
ン
ゲ
ン
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
イ
ナ
の
よ
う
に
、
支
配
国
家
〔
ロ
シ

　
ア
〕
に
対
し
て
権
利
の
主
張
が
で
き
な
い
」
状
況
に
お
か
れ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。

　
菊
。
σ
Φ
詳
刃
Φ
α
ω
δ
び
噛
誤
寒
昏
ミ
偽
喧
い
響
N
§
メ
肉
§
鳴
郎
、
ミ
◎
給
職
題
b
口
覆
、
§
§
こ

　
魯
、
～
へ
愚
、
§
製
8
瀞
§
き
ミ
8
、
ミ
寒
ミ
ミ
卦
ピ
Φ
督
蚊
ひ
q
レ
Φ
算
G
っ
．
吋
。
。
マ
N
。
。
刈
（
引
用

　
は
ト
。
。
。
①
）
・

⑰
b
ミ
菱
ミ
ミ
噌
鎖
ψ
帥

⑱
ブ
リ
ア
ー
ン
が
記
し
た
、
ボ
ス
ニ
ア
特
有
の
愛
郷
心
の
刺
激
を
目
的
と
し
た

　
「
ボ
ス
ニ
ア
王
国
」
の
称
号
の
復
活
は
、
抵
抗
に
対
す
る
備
え
と
考
え
う
る
が
、

　
カ
ー
ラ
イ
の
失
敗
を
ふ
ま
え
る
と
そ
の
有
効
性
に
は
疑
問
符
を
つ
け
ざ
る
を
え
な

　
い
。
b
ミ
、
玉
顔
＼
鴬
覚
ψ
一
9
セ
ル
ビ
ア
人
の
唱
え
る
自
治
構
想
は
、
イ
ス
ラ
ム

　
教
徒
の
指
導
層
の
支
持
を
得
て
お
り
、
併
合
ま
で
は
両
者
の
協
力
関
係
が
み
ら
れ

　
た
と
さ
れ
る
。
石
片
一
緒
霧
Φ
罫
、
．
O
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窪
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図
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．
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題
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▼
じ
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α
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①
＼
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メ
お
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ω
＼
o
O
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G
o
．
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山
卜
⊃
命
Φ
ω
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誌
口

⑲
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§
雰
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ミ
ミ
舞
ω
」
b
。
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⑳
Q
り
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讐
選
の
N
既
ゆ
巨
貫
b
ミ
鳶
評
、
⑩
§
恥
織
ミ
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ミ
鳶
§
ミ
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㌧
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暮
浮
、
ミ
お

　
篤
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域
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Φ
製
出
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ω
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刈
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＼
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。
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、
ミ
儀
翁
勘
　
衆
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ミ
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防
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嵩
ミ
幅
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黛
謡
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疑
こ
．
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鳩
始
笥
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鴨
帖
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ミ
誌
§
ミ
出
血
以
下
、
b
σ
§
ミ
幕
§
鷺
、
鴨
．
と
記
す
。

⑫
し
○
§
ミ
ぎ
鑓
ミ
句
．

⑳
）
ミ
ュ
ル
ツ
シ
ュ
テ
ー
ク
以
来
の
填
露
協
調
が
悪
化
し
た
　
因
は
、
エ
ー
レ
ン

　
タ
ー
ル
が
一
九
〇
八
年
一
月
に
発
表
し
た
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
と
オ
ス
マ
ン
両
国
の

　
鉄
道
網
の
接
続
を
麟
る
サ
ン
ジ
ャ
ク
鉄
道
計
画
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
機
に
、
英
露

　
両
国
は
よ
り
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。
H
鈴
び
色
司
．
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．
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ω
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ω
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O
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㊦
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急
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刈
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▼
≦
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戸
6
り
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ω
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蒔
ω
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ヒ
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ミ
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幕
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⑮
　
出
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幹
｝
勺
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Φ
。
。
匹
虫
ε
コ
併
q
．
踏
p
。
隣
o
P
｝
○
。
◎
乞
【
ω
G
。
ω
＼
切
山
Φ
0
9
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、

　
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
の
方
針
に
賛
意
を
表
明
し
た
（
六
月
一
二
〇
日
）
。

第
三
章
　
　
「
共
通
閣
議
」
に
お
け
る
駆
け
引
き

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ併合闘題の再検討（村上）

第
…
節
　
併
合
へ
の
合
慧
形
成
の
試
み

　
ブ
リ
ア
ー
ン
の
日
記
に
よ
る
と
、
エ
1
レ
ン
タ
ー
ル
は
青
年
ト
ル
コ
革
命
を
転
機
と
し
て
、
『
建
白
書
∬
』
の
主
旨
に
全
面
的
に
賛
同
し
た

と
い
う
（
八
月
五
日
）
。
後
に
ブ
リ
ア
ー
ン
が
、
こ
の
日
か
ら
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
と
の
熱
心
な
協
力
が
始
ま
っ
た
と
書
き
記
し
て
い
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

両
者
が
併
合
品
書
ま
で
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
そ
の
後
程
な
く
し
て
、
ボ
ス
ニ
ア
な
ら
び
に
サ
ン
ジ
ャ
ク
問
題
を
議
題
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
共
通
閣
議
が
開
催
さ
れ
た
（
八
月
一
九
日
、
九
月
一
〇
日
）
。
こ
こ
で
こ
れ
ら
の
会
議
の
経
過
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

　
八
月
一
九
日
の
閣
議
の
冒
頭
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は
オ
ス
マ
ン
国
内
に
お
け
る
大
転
換
が
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
に
可
及
的
速
や
か
に
解
決
す
べ

き
、
ボ
ス
ニ
ア
行
政
と
サ
ン
ジ
ャ
ク
占
領
を
め
ぐ
る
二
つ
の
難
題
を
突
き
付
け
た
と
弁
じ
た
。
彼
は
、
サ
ン
ジ
ャ
ク
の
駐
屯
兵
が
オ
ス
マ
ン
国

内
の
紛
糾
に
巻
き
込
ま
れ
、
従
来
の
不
干
渉
政
策
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
サ
ン
ジ
ャ
ク
に
お
け
る
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
軍
が
サ
ロ
ニ
キ
へ
の
進
出
意
図
を
示
す
と
い
う
「
作
り
話
」
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
こ
か
ら
部
隊
を
撤
収
さ
せ
る
見
通
し

を
示
し
た
。
さ
ら
に
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は
、
青
年
ト
ル
コ
革
命
の
ボ
ス
ニ
ア
へ
の
波
及
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
が
ボ
ス
ニ
ア
に

お
い
て
広
範
に
わ
た
る
文
化
事
業
を
成
し
遂
げ
た
～
方
、
そ
の
完
遂
に
不
可
欠
な
憲
法
を
導
入
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
。
彼
は
、
併

85 （577）



合
の
意
義
を
直
裁
に
語
っ
た
。
「
こ
の
〔
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
憲
法
施
行
の
〕
問
題
は
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
憲
法
導
入
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

き
な
切
迫
性
を
帯
び
て
い
る
。
他
方
で
、
地
方
憲
法
の
創
出
は
併
合
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
」
と
。
続
け
て
エ
ー
レ
ン
踏
車
ル
は
、
フ
ラ
ン

ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
か
ら
サ
ン
ジ
ャ
ク
か
ら
の
撤
兵
と
併
合
の
是
認
を
得
た
こ
と
、
そ
の
際
に
脚
半
部
の
首
相
と
と
も
に
そ
の
準
備
を
進
め
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

指
示
を
受
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は
、
併
合
を
推
進
す
る
姿
勢
を
初
め
て
鮮
明
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、
エ
ー
レ
ン
タ
！
ル
よ
り
も
明
確
に
併
合
の
必
要
性
を
弁
じ
た
。
彼
は
、
オ
ス
マ
ン
国
内
の
情
勢
に
鑑
み
、
『
建
白
書

且
駈
を
建
議
し
た
時
よ
り
も
併
合
断
行
へ
の
確
信
が
強
ま
っ
た
こ
と
に
触
れ
た
う
え
で
、
次
の
二
点
を
理
由
と
し
て
速
や
か
な
決
断
を
説
く
。

一
つ
目
は
、
九
月
宋
と
予
期
さ
れ
た
代
表
議
員
会
議
の
招
集
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ボ
ス
ニ
ア
行
政
に
関
す
る
質
疑
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

す
で
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
ボ
ス
ニ
ア
住
民
が
代
表
議
員
に
圧
力
を
か
け
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
二
点
目
は
、
近
日

中
に
予
定
さ
れ
た
オ
ス
マ
ン
議
会
の
招
集
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
オ
ス
マ
ン
議
会
の
最
初
の
行
動
が
、
ト
ル
コ
帝
国
の
不
可
侵
性
に

関
す
る
宣
言
、
な
ら
び
に
〔
ボ
ス
ニ
ア
に
関
す
る
〕
占
領
委
任
の
解
消
要
求
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
」
と
語
り
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
「
使

命
」
の
達
成
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
ボ
ス
ニ
ア
を
失
う
可
能
性
を
重
視
し
た
。
彼
は
発
言
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
り
、
併
合
に
よ
っ
て
外
部
か
ら

の
煽
動
を
封
じ
る
こ
と
、
議
会
の
設
置
と
政
治
的
権
利
の
行
使
と
の
間
に
懸
隔
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
「
占
領
地
域
に
お

い
て
、
併
合
を
可
能
な
か
ぎ
り
速
や
か
に
行
う
べ
き
緊
迫
し
た
状
況
が
生
じ
て
お
り
、
併
合
に
と
も
な
う
危
険
は
、
現
状
維
持
か
ら
生
じ
る
危

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

険
よ
り
も
少
な
い
」
と
の
洞
察
を
示
し
た
。
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第
二
簾
　
　
「
併
合
法
」
を
め
ぐ
る
対
立

　
も
っ
と
も
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
が
併
合
に
対
す
る
諸
外
国
の
反
応
に
つ
い
て
は
楽
観
し
て
い
た
一
方
、
憲
法
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
問
題
に
関
す
る
両
乙
部
政
府
の
一
致
を
併
合
の
も
っ
と
も
重
要
な
前
提
条
件
に
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は
併
合

を
国
内
法
に
基
づ
き
「
合
法
的
に
」
進
め
る
た
め
、
ボ
ス
ニ
ア
行
政
法
第
五
条
に
従
っ
て
、
両
面
部
議
会
に
よ
る
併
合
を
承
認
す
る
法
律
（
以
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下
、
「
併
合
法
」
と
記
す
）
の
可
決
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
に
よ
る
「
併
合
法
」
の
原
案
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
①

ボ
ス
ニ
ア
の
本
国
政
体
へ
の
統
合
、
②
ボ
ス
ニ
ア
へ
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
継
承
法
の
拡
大
、
③
ボ
ス
ニ
ア
の
国
法
的
立
場
に
関
す
る
最
終
的
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

定
の
保
留
、
④
併
合
後
の
地
方
憲
法
の
導
入
と
ボ
ス
ニ
ア
議
会
の
開
設
で
あ
る
。
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
が
、
併
合
に
際
し
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
王
朝
的
秩
序
の
「
基
本
法
」
と
い
う
べ
き
「
国
事
詔
書
」
の
適
用
を
図
っ
て
い
た
こ
と
、
ボ
ス
ニ
ア
の
法
的
地
位
の
確
定
に
つ
い
て
は
先
送

り
に
す
る
算
段
で
あ
っ
た
こ
と
を
把
握
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
首
相
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
の
抵
抗
、
す
な
わ
ち
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
歴
史
的
権
利
と

い
う
障
害
に
直
面
す
る
。
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
は
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
へ
の
覚
書
（
八
月
一
八
日
）
の
な
か
で
、
次
の
三
点
を
根
拠
と
し
て
そ
の
正
当

化
を
試
み
た
。
①
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
オ
ス
マ
ン
の
侵
攻
を
受
け
る
ま
で
数
百
年
に
わ
た
っ
て
ボ
ス
ニ
ア
を
支
配
下
に
お
い
て
い
た
こ
と
、
②
ク
ロ

ア
テ
ィ
ア
に
ボ
ス
ニ
ア
を
領
有
す
る
権
利
が
な
い
こ
と
、
③
カ
ル
ロ
ヴ
ィ
ツ
条
約
（
一
六
九
九
年
）
、
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
条
約
二
七
一
三
年
）
と
い

っ
た
オ
ス
マ
ン
と
の
諸
条
約
に
記
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
王
は
～
度
と
し
て
ボ
ス
ニ
ア
の
放
棄
を
宣
言
し
て
い
な
い
こ
と
で

　
⑩

あ
る
。
彼
の
趣
旨
は
、
次
の
　
節
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
帝
国
直
轄
領
や
新
た
な
共
通
案
件
を
作
り
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
新
た
な
共
通
案
件
の
創
出
は
、
神
聖
な
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
冠
の
権
利
が
切
れ
目
な
く
、
そ
し
て
公
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
ゆ
え
に
不
可
能
で
あ
る
。
」

　
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
は
、
八
月
～
九
日
に
も
「
帝
国
へ
の
南
ス
ラ
ヴ
地
域
の
結
合
に
と
も
な
う
三
重
制
の
形
成
は
論
外
で
あ
る
」
と
論
じ
、
二
重
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
維
持
を
併
合
の
条
件
と
す
る
と
と
も
に
、
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
冠
の
権
利
を
熱
弁
し
た
。
も
っ
と
も
列
席
者
は
、
こ
の
よ
う

な
主
張
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
。
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は
、
こ
の
権
利
は
一
八
七
八
年
の
占
領
時
点
で
失
効
し
て
い
る
と
反
論
し
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
首
相
ペ
ッ
ク
は
、
ボ
ス
ニ
ア
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
編
入
は
二
重
制
の
均
衡
を
崩
す
も
の
で
あ
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
「
返
還
請
求
」
は
認

め
ら
れ
な
い
と
し
た
。
さ
ら
に
ペ
ッ
ク
は
、
ボ
ス
ニ
ア
行
政
に
つ
い
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
と
オ
ス
マ
ン
と
の
間
で
締
結
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ノ
ー
ブ
ル
協
定
（
一
八
七
九
年
四
月
）
が
ス
ル
タ
ン
の
主
権
を
明
記
し
て
い
る
こ
と
を
盾
に
、
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
の
主
張
を
は
ね
つ
け
た
。
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そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
は
自
身
の
主
張
に
固
執
し
た
。
そ
れ
は
九
月
一
〇
日
に
披
渥
さ
れ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
側
の
「
併
合
法
」

に
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
同
法
に
は
「
聖
な
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
冠
の
権
利
に
基
づ
き
、
ボ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
は
再
び
こ
の
王
冠
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

下
に
接
続
さ
れ
る
」
旨
が
明
記
（
第
一
条
）
さ
れ
、
そ
の
拠
り
所
を
「
国
事
詔
書
（
第
～
、
二
、
三
号
）
」
に
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
第
二
条
）
。

も
っ
と
も
ボ
ス
ニ
ア
の
法
的
立
場
に
つ
い
て
は
、
暫
定
的
に
「
ボ
ス
ニ
ア
行
政
法
」
の
継
続
を
予
定
し
た
（
第
三
条
）
。
彼
は
、
最
終
的
に
は
ボ

ス
ニ
ア
が
帝
国
両
説
部
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
反
面
、
ボ
ス
ニ
ア
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
編
入
さ
れ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
相
互
の
了
解
に
基
づ
い
て
統
治
さ
れ
る
と
強
調
し
、
「
ボ
ス
ニ
ア
行
政
法
」
の
原
則
を
遵
守
す
る
と
し
た
。
ヴ
ェ
ケ
ル
レ

は
、
現
在
の
帝
国
両
半
部
と
ボ
ス
ニ
ア
の
関
係
の
抜
本
的
な
変
革
で
は
な
く
、
形
式
的
な
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
「
正
当
な
歴
史
的
要
求
」
へ
の
諸
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

国
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
よ
る
承
認
を
求
め
た
と
い
え
る
。

　
続
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
の
「
併
合
法
」
の
骨
子
を
抜
粋
す
る
。
こ
こ
で
は
、
「
国
事
詔
書
」
に
立
脚
す
る
帝
国
政
体
へ
の
ボ
ス
ニ
ア
の

編
入
は
「
ボ
ス
ニ
ア
行
政
法
」
に
そ
く
し
て
認
め
ら
れ
（
第
一
条
）
、
局
地
的
な
案
件
に
関
す
る
立
法
と
行
政
に
参
与
す
る
た
め
の
議
会
が
ボ
ス

ニ
ア
に
与
え
ら
れ
る
と
さ
れ
た
（
第
二
条
）
。
併
合
は
帝
国
内
に
お
け
る
ボ
ス
ニ
ア
の
法
的
地
位
を
変
え
る
も
の
で
は
な
く
（
第
三
条
）
、
同
様
の

法
律
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
い
て
も
可
決
さ
れ
る
こ
と
よ
っ
て
発
効
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
た
（
　
　
⑱
第
四
条
）
・
す
ス
ト
リ
ァ
の
屏
合
法
L
は
・
ボ

ス
ニ
ア
の
現
時
点
に
お
け
る
法
的
立
場
を
踏
襲
し
つ
つ
、
限
定
的
な
自
治
の
付
与
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
の
原
案
と
ほ

ぼ
一
致
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　
な
お
「
併
合
法
」
に
つ
い
て
ペ
ッ
ク
は
、
帝
圏
本
国
と
ボ
ス
ニ
ア
の
法
的
関
係
の
変
更
が
「
ボ
ス
ニ
ア
行
政
法
」
第
五
条
に
依
拠
す
べ
き
と

し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
発
言
し
た
。
「
帝
国
と
ボ
ス
ニ
ア
の
関
係
を
改
め
る
た
め
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
権
利
と
利
害
が
保
護
さ
れ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ば
な
ら
ず
、
こ
の
た
め
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
立
法
機
関
に
よ
る
是
認
が
不
可
欠
で
あ
る
。
」
続
け
て
ペ
ッ
ク
は
、
ス
ラ
ヴ
系
の
議
員
、
な
ら

び
に
大
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
影
響
下
に
あ
る
議
員
が
、
ボ
ス
ニ
ア
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
編
入
を
認
め
な
い
と
の
見
通
し
に
触
れ
、
「
す
べ
て
の
法

的
な
理
由
を
度
外
視
し
て
も
、
純
粋
に
実
際
の
議
会
運
営
上
の
理
由
か
ら
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
政
府
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
は
不
可
能
」
と
も
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⑱

述
べ
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
「
併
合
法
」
第
四
条
は
、
事
実
上
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
要
求
を
退
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
で

き
る
。
以
上
か
ら
は
、
こ
の
時
点
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
下
院
の
本
会
議
で
は
併
合
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ペ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

が
議
会
に
お
け
る
反
ハ
ン
ガ
リ
ー
的
な
思
潮
を
気
に
留
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

第
三
節
　
　
「
併
合
法
」
の
顛
宋

　
結
局
の
と
こ
ろ
「
併
合
法
」
に
関
す
る
折
衝
は
妥
結
に
至
ら
ず
、
併
合
は
ボ
ス
ニ
ア
の
法
的
地
位
に
関
す
る
合
意
を
み
な
い
ま
ま
宣
言
さ
れ

た
。
「
併
合
法
」
鋼
定
の
蹉
跣
が
、
国
際
条
約
（
ベ
ル
リ
ン
条
約
）
の
み
な
ら
ず
、
国
内
法
（
ボ
ス
ニ
ア
行
政
法
）
に
も
違
反
し
た
形
で
の
強
行
を

余
儀
な
く
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
ボ
ス
ニ
ア
住
民
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
の
併
合
布
告
で
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
期
に
な
し
と
げ
ら
れ
た
安
寧
秩
序
の
確
立
、
経
済
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

発
展
な
ど
の
「
功
績
」
と
と
も
に
、
立
憲
政
体
の
創
設
と
憲
法
導
入
の
前
提
と
し
て
併
合
が
正
当
化
さ
れ
た
。
南
塚
信
吾
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
こ
に
現
れ
て
い
る
「
支
配
に
保
護
を
重
ね
合
わ
せ
」
た
帝
国
主
義
的
な
論
理
は
、
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
合
法
的
」
な
併
合
に

必
須
と
な
る
「
国
事
詔
書
」
が
帝
国
中
枢
の
不
一
致
に
よ
り
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
か
ら

ペ
ッ
ク
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
、
ブ
リ
ア
ー
ン
に
下
さ
れ
た
併
合
の
勅
諭
は
、
ボ
ス
ニ
ア
へ
の
主
権
の
拡
張
と
と
も
に
、
「
国
事
詔
書
」
を
発
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

さ
せ
る
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
同
様
の
勅
諭
が
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
に
は
下
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
は
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
室
・
宮
廷
・
国
家
文
書
館
」
に
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
歴
史
的
権
利
を
裏
づ
け
る
文
書
の
捜
索
を
依
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
た
よ
う
に
、
最
後
ま
で
権
利
問
題
に
こ
だ
わ
っ
た
。
筆
者
は
こ
の
背
景
を
探
り
当
て
る
糸
口
と
し
て
、
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
に
よ
る
「
併
合
法
」
の

勅
許
を
求
め
る
上
奏
文
に
目
を
向
け
た
い
。
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
は
こ
の
な
か
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
議
会
が
「
併
合
法
」
の
条
文
に
ボ
ス
ニ
ア
と
ハ
ン
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

リ
ー
の
法
的
紐
帯
の
有
効
性
を
明
記
す
る
よ
う
要
求
す
る
可
能
性
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
に
加
え
て
、
ボ
ス
ニ
ア
の
処
遇
は

オ
ー
ス
ト
リ
ア
議
会
の
同
意
な
し
に
は
変
え
ら
れ
な
い
た
め
、
歴
史
的
権
利
に
は
「
わ
れ
わ
れ
の
原
則
的
立
場
に
つ
い
て
の
宣
言
を
超
え
る
意
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⑮

味
は
な
い
こ
と
」
も
弁
明
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
彼
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
た
こ
と
、
逆
に
い
え
ば
ハ
ン
ガ

リ
ー
議
会
が
ボ
ス
ニ
ア
の
獲
得
を
当
然
と
み
な
し
て
お
り
、
そ
れ
が
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
の
選
択
肢
を
狭
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

　
壌
。

　
　
　
な
お
岡
様
の
見
解
は
、
議
会
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
政
府
参
事
官
・
ブ
ダ
ペ
シ
ュ
ト
大
学
教
授
の
’
A
・
テ
ィ
モ

・
つ
カ

ン
は
、
『
ペ
シ
ュ
タ
ー
ロ
イ
ド
℃
Φ
ω
δ
興
顯
。
《
畠
紙
上
に
お
い
て
、
併
合
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
冠
の
権
利
に
基
づ
い
て
の
み
行
い
う
る
こ
と
、
「
ボ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ス
ニ
ア
行
政
法
」
は
占
領
に
つ
い
て
定
め
た
に
す
ぎ
な
い
う
え
、
同
法
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
法
を
閑
却
し
た
欠
陥
法
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　
た
だ
し
ヴ
ェ
ケ
ル
レ
を
よ
り
悩
ま
せ
た
の
は
、
政
府
閣
僚
の
態
度
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
併
合
直
前
の
閣
議
（
｝
○
旦
二
日
）
に
お

い
て
併
合
の
承
諾
を
得
た
も
の
の
、
列
席
し
た
大
臣
か
ら
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
権
利
を
め
ぐ
る
問
題
、
換
言
す
る
と
ボ
ス
ニ

ア
に
敷
街
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
の
主
権
に
お
け
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
王
の
立
場
の
不
明
瞭
さ
に
関
す
る
疑
念
、
あ
る
い
は
ボ
ス
ニ
ア
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
な
ら
ぶ
対
等
な
「
第
三
の
要
素
」
と
な
る
こ
と
へ
の
危
惧
が
表
明
さ
れ
た
。
閣
僚
ら
の
併
合
に
ま
つ
わ
る
留

保
、
な
ら
び
に
併
合
宣
言
ま
で
の
時
間
的
な
制
約
が
、
本
来
で
あ
れ
ば
外
交
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
ハ
ン
ガ
リ
ー
首
相
へ
の
勅
書
を
欠
く
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

い
う
例
外
的
な
事
態
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
ブ
リ
ア
ー
ン
に
話
を
戻
そ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
彼
は
一
貫
し
て
速
や
か
な
併
合
を
推
進
し
て
き
た
が
、
ボ
ス
ニ
ア
の
政
治

的
権
利
に
も
＝
疋
の
配
慮
を
示
し
た
。
つ
ま
り
彼
は
前
出
の
共
通
閣
議
に
お
い
て
、
ボ
ス
ニ
ア
住
民
が
帝
国
の
一
般
的
利
害
に
も
関
与
す
る
こ

と
、
旦
ハ
体
的
に
は
ボ
ス
ニ
ア
住
民
の
代
表
議
員
会
議
へ
の
参
加
を
唱
え
た
。
け
れ
ど
も
両
半
部
の
首
相
、
と
り
わ
け
ペ
ッ
ク
か
ら
一
時
的
に
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

状
を
維
持
し
な
い
か
ぎ
り
「
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
の
困
難
を
招
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
反
論
さ
れ
、
撤
回
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
彼
の

描
い
た
併
合
の
筋
書
き
は
部
分
的
に
し
か
成
就
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
「
併
合
法
」
に
つ
い
て
の
彼
の
発
言
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
以

下
の
　
節
は
、
彼
も
こ
の
成
立
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
ボ
ス
ニ
ア
の
帝
国
本
国
へ
の
編
入
に
伴
う

憲
法
上
の
諸
問
題
は
、
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
支
配
者
の
主
権
が
占
領
地
域
〔
ボ
ス
ニ
ア
〕
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
限
定
せ
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
を
え
な
か
っ
た
。
ボ
ス
ニ
ア
の
憲
法
上
の
地
位
に
関
す
る
調
整
は
、
先
延
ば
し
に
さ
れ
た
。
」
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ボスニア・ヘルツェゴヴィナ併合問題の再検討（村上）

①
じ
σ
鼠
翼
℃
§
§
も
．
録
ゆ
¢
忌
登
b
ミ
鳶
ミ
馬
ω
』
卜
。
ω
’

②
罰
会
は
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
、
出
席
者
は
ブ
リ
ア
ー
ン
を
は
じ
め
、
ペ
ッ
ク
と
ヴ

　
ェ
ケ
ル
レ
、
シ
ェ
ー
ナ
イ
ヒ
に
加
え
、
参
謀
総
長
F
・
コ
ン
ラ
…
ト
・
ヘ
ッ
ツ
ェ

　
ン
ド
ル
フ
（
協
議
の
一
部
に
出
席
）
な
ど
で
あ
る
。

③
頃
鵠
ω
け
〉
▼
℃
．
〉
’
×
い
．
O
Φ
忌
引
冨
効
ヨ
Φ
ζ
繊
簿
Φ
疑
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僧
ω
－
等
0
8
ぎ
翫
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以
下
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O
ζ
℃
）
’
丙
鍵
8
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ω
O
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一
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〇
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④
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ミ
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⑤
ミ
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⑦
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①
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＆
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ミ
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§
忌
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ミ
懇
逡
識
凡
忠
蜀
≦
①
p

　
N
O
O
9
ω
．
謡
．

⑨
「
国
事
詔
書
」
と
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
領
の
　
体
不
可
分
の
継
承
と
女
系
相
続

　
の
承
認
と
引
き
換
え
に
、
諸
王
国
、
諸
邦
の
立
法
や
行
政
に
お
け
る
自
治
を
認
め

　
た
も
の
で
あ
る
。
大
津
留
「
ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
」
二
九
九
頁
。

⑩
ボ
ス
ニ
ア
で
は
、
そ
の
山
が
ち
な
地
理
的
環
境
の
た
め
、
長
き
に
わ
た
っ
て
全

　
域
を
掌
握
す
る
勢
力
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
一
二
世
紀
末
以
降
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
よ

　
る
支
配
も
実
質
を
そ
な
え
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
ド
ー
ニ
ャ
／
フ
ァ
イ
ン

　
遡
ボ
ス
ニ
ア
㎞
二
三
－
二
六
頁
。

⑪
N
ロ
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ぴ
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薯
き
評
（
7
瞭
γ
訴
霧
職
ミ
｝
～
≧
町
簿
貯
題
》
罫
、
§
ミ
織
㍗
し
口
勲
爵
ミ
ミ

　
b
幕
N
ヘ
ミ
§
早
計
ミ
騎
鷺
、
ミ
鰍
。
ミ
物
簿
ー
ミ
§
蔑
賜
簿
§
守
鳩
N
§
ー
ミ
ミ
冨
、
へ
鴇
ミ
S
ミ
暁
味
隷

　
N
O
Q
c
Q
摯
N
℃
N
恥
日
臨
ピ
ト
σ
．
○
鑓
N
．
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弗
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．
》
．
×
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ζ
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囚
母
8
箒
．
ω
O
刈
レ
㊤
．
。
。
」
8
c
。
．

⑬
ミ
猟

⑭
と
く
に
第
二
条
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
獲
得
し
た
領
土
の
み
な
ら
ず
、
國
復
し

　
た
旧
領
に
も
女
系
相
続
を
認
め
た
「
国
事
詔
書
」
第
二
号
第
五
条
（
一
七
二
三

　
年
）
を
理
由
と
し
た
。
頃
鵠
幻
〉
、
℃
．
〉
’
H
．
囚
母
8
戸
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○
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切
胃
さ
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両
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紺
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§
再
匙
味
8
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譜
、
し
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禽
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ミ
桟
、
餐
ミ
蹴
ミ

　
野
謹
ミ
ミ
駐
さ
§
留
、
ミ
欺
。
、
N
§
へ
し
o
o
匪
賊
§
ミ
ミ
織
焼
鴨
憩
§
§
ミ
協
ミ
．
（
以
下
、

　
さ
ミ
、
ミ
凡
§
）
原
文
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
臣
ヨ
ロ
ロ
α
し
d
Φ
ヨ
讐
N
岸
倉
瞬
）
■

　
b
貯
跨
、
ミ
鳶
腎
ミ
吻
さ
§
蕎
魯
紹
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ミ
羅
絶
尉
鴨
ミ
母
肉
憶
ミ
触
へ
鷺
、
ミ
軸
圧
毬
’
毛
δ
鐸

　
一
㊤
に
．
o
り
9
い
の
刈
1
ω
①
．

⑮
国
国
ω
＄
㌔
．
〉
．
×
r
O
窯
℃
、
諮
訴
8
．
ω
O
メ
｝
ρ
ρ
6
0
。
。
■

⑯
奪
ミ
ま
た
第
五
条
で
は
「
併
合
法
」
の
執
行
は
、
共
通
省
庁
全
体
に
委
ね
ら

　
れ
る
と
定
め
ら
れ
た
。

⑰
§
匁

⑱
ミ
猟

⑲
こ
こ
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
下
院
議
会
の
南
ス
ラ
ヴ
系
議
員
に
お
い
て
は
、
併
合

　
へ
の
賛
成
（
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
系
の
保
守
派
議
員
）
と
反
対
（
セ

　
ル
ピ
ア
系
議
員
）
が
割
れ
て
い
た
こ
と
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
歴
史
的
権
利
が
否
定
的

　
に
理
解
さ
れ
た
こ
と
の
み
、
記
す
次
第
で
あ
る
。
≧
o
冒
H
＜
彗
圃
厭
く
罫
．
、
U
δ

　
頃
9
。
一
8
コ
o
q
α
Φ
同
ω
爵
α
ω
ご
芝
δ
0
7
①
P
ロ
。
一
三
ω
o
『
①
鄭
震
口
慣
駕
評
「
p
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一
巳
ω
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箒

　
閃
虫
0
7
興
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ぴ
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①
o
吋
臨
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樽
①
コ
N
自
門
〉
コ
箒
①
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一
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路
じ
u
o
ω
巳
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霞
ω
¢
コ
伽
α
韓

　
出
窪
8
㈹
o
く
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縣
霞
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ω
8
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虫
0
7
d
口
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白
蔓
冒
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Φ
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㊤
O
璽
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ロ
類
黛
・
ぽ
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雷
雲
9
（
7
瞭
V
．
き
§
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ミ
ミ
、
§
象
ミ
ミ
罫
薯
陣
Φ
ロ
」
8
ω
・
ψ
ω
。
。
凸
O
．

⑳
さ
ミ
凡
ミ
§
．

⑳
南
塚
「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
」
一
四
五
⊥
四
八
頁
（
引
用
は
、
一
四
七
頁
）
。

⑫
ミ
冨
ミ
脳
ミ
帖
§
．

⑬
　
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
の
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
権
利
を
記
し
た
文
書
の
有
無
が
岡
文
書

　
館
長
・
A
・
カ
ー
ロ
イ
に
照
会
さ
れ
た
が
、
発
晃
さ
れ
な
か
っ
た
（
回
答
は
一
〇

　
月
二
日
）
。
国
団
ω
3
’
勺
．
＞
9
H
囚
霞
8
P
鼻
c
Q
朝
．

⑳
　
こ
の
点
は
、
創
案
理
由
書
に
は
明
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
欝
適
ミ
凡
§
．
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U
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自
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7
け
儒
嘆
寓
Φ
睡
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窪

　
囚
δ
賢
①
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．
嚇
譜
象
ミ
ト
、
ミ
猟
＝
」
O
噌
6
0
0
◎
噂
ψ
卜
⊃
1
も
Q
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⑱
誠
譲
ω
滑
〉
曽
閤
ぎ
ぎ
①
聖
母
。
鐵
く
噂
囚
効
博
o
ρ
卜
。
o
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．
牢
0
8
ぎ
匡
留
ω
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昌
曾
q
国
ユ
ω
o
冨
コ

　
憲
貿
δ
け
Φ
罠
縛
■
ω
、
δ
レ
⑩
O
p
◎

⑳
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
た
原
瞬
と
し
て
、
併
合
宣
醤
の
順
延
が
不
可
能
で
あ

　
つ
た
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
エ
…
レ
ン
タ
ー
ル
は
、
各
国
駐
在
大
使
に
併

　
合
を
通
知
す
る
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
の
親
轡
を
～
○
月
七
日
に
奉
呈
す
る
よ
う

　
指
示
を
出
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
避
仏
大
使
が
誤
っ
て
一
〇
月
三
日
目
奉
呈
し
て

　
し
ま
っ
た
た
め
、
併
合
計
画
が
差
前
に
露
見
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
ハ
プ
ス
ブ
ル

　
ク
が
働
き
か
け
て
い
た
と
さ
れ
る
オ
ス
マ
ン
か
ら
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
独
立
宣
言
が

　
一
〇
月
五
日
に
行
わ
れ
た
た
め
、
エ
ー
レ
ン
タ
…
ル
は
親
書
手
交
を
六
日
に
繰
り

　
上
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
藤
由
『
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
・
オ
ス
マ
ン
』
二
三
頁
。

⑳
頃
賦
ω
叶
｝
国
〉
．
×
劃
Ω
ζ
型
羅
嵩
。
鵠
．
ω
O
刈
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8
．
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O
O
。
。
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⑳
切
巨
貰
b
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魯
。
っ
9
b
。
8
．

92 （584）

結

論

　
最
後
に
本
稿
で
考
察
し
た
内
容
を
小
括
し
て
お
き
た
い
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
ボ
ス
ニ
ア
支
配
は
、
国
際
法
の
見
地
か
ら
み
れ
ば
領
土
主
権
を

伴
わ
な
い
占
領
で
あ
り
、
理
論
上
は
オ
ス
マ
ン
へ
の
返
還
や
セ
ル
ビ
ア
に
よ
る
獲
得
の
可
能
性
を
孕
む
不
安
定
な
基
盤
の
上
に
た
っ
て
い
た
。

そ
の
点
に
セ
ル
ビ
ア
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
無
視
で
き
な
い
一
因
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
占
領
ゆ
え
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
政
体
に
お
け
る
ボ

ス
ニ
ア
の
立
場
も
暫
定
的
な
性
格
を
帯
び
ざ
る
を
得
ず
、
併
合
に
際
し
て
は
憲
法
上
の
位
置
づ
け
も
調
整
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ク
ロ
ア
テ
ィ

ア
人
の
ボ
ス
ニ
ア
包
摂
へ
の
期
待
は
、
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ブ
リ
ア
ー
ン
は
、
占
領
に
由
来
す
る
こ
の
よ
う
な
諸
問
題
に
目
配
り

し
な
が
ら
『
建
白
書
』
を
草
し
た
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
併
合
に
お
い
て
ブ
リ
ア
ー
ン
の
役
割
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
二
つ
の
『
建
白
書
輪
が
併
合
に
直
結
し
て
い
な
い
た
め
、
当
を

失
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
ブ
リ
ア
ー
ン
が
、
も
っ
ぱ
ら
帝
国
側
の
意
向
に
基
づ
い
て
併
合
を
試
み
た
こ
と
、
ボ
ス
ニ
ア
の
政
治
的
な
権
利

を
本
国
の
支
配
機
構
に
影
響
し
な
い
水
準
に
限
局
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ブ
リ
ア
ー
ン
が
ボ
ス
ニ
ア
内
外
に

お
け
る
「
難
局
」
を
認
識
し
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
に
先
が
け
て
併
合
を
提
起
し
た
こ
と
、
そ
の
際
に
ボ
ス
ニ
ア
の
法
的
立
場
や
自
治
の
戯
口
体
案

を
立
て
て
い
た
こ
と
に
も
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
ブ
リ
ア
ー
ン
の
『
建
白
書
隔
は
、
併
合
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
検
討
を
お
こ
な
う
機
会
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を
提
供
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
青
年
ト
ル
コ
革
命
以
後
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
行
動
を
円
滑
化
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
私
が
ボ
ス
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ア
併
合
の
コ
ロ
ン
ブ
ス
で
あ
り
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は
そ
の
ア
メ
リ
ゴ
・
ベ
ス
プ
ッ
チ
で
あ
る
」
と
の
ブ
リ
ア
ー
ン
の
自
負
は
、
概
ね
妥
当
と

思
わ
れ
る
。

　
ま
た
今
回
の
検
証
か
ら
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
中
枢
に
お
け
る
多
元
的
な
意
思
決
定
過
程
の
さ
ま
を
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
、
共

通
外
務
相
の
相
対
的
に
強
い
権
限
は
無
視
し
え
な
い
が
、
彼
に
も
限
界
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
は
、
ブ
リ
ア
ー
ン
と
と
も
に

帝
国
首
脳
の
併
合
へ
の
支
持
調
達
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
権
利
を
め
ぐ
る
対
立
の
た
め
に
「
併
合
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
制
定
に
至
ら
ず
、
王
朝
的
秩
序
へ
の
「
合
法
的
」
な
編
入
は
挫
折
し
た
。
一
連
の
経
過
は
、
各
半
里
政
府
に
干
渉
で
き
な
い
共
通
大
臣
の
周

旋
に
は
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
、
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ
フ
が
調
整
役
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
両
半
部
議
会
の
対
応
が

各
々
の
政
府
の
行
動
を
制
約
し
た
こ
と
を
徴
証
す
る
。
冒
頭
の
仮
説
に
立
ち
戻
れ
ば
、
「
併
合
法
」
と
い
う
処
方
箋
は
用
意
さ
れ
た
が
投
与
に

は
至
ら
ず
、
ボ
ス
ニ
ア
の
立
場
に
起
因
す
る
「
頭
痛
」
は
治
癒
さ
れ
な
か
っ
た
。
併
合
の
顛
末
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
「
均

衡
」
と
い
う
単
線
的
な
枠
組
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
、
政
策
形
成
に
お
け
る
主
導
権
の
不
在
と
い
う
欠
陥
を
露
呈
さ
せ
た
と
考
え
る
。

　
こ
の
後
ボ
ス
ニ
ア
問
題
は
、
併
合
の
名
目
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
憲
法
制
定
へ
と
進
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
折
に
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
や
オ
ー
ス

ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
両
政
府
の
苗
相
ら
は
ど
の
よ
う
な
思
惑
を
抱
き
、
い
か
な
る
過
程
を
経
て
憲
法
を
編
み
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
本

稿
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ボ
ス
ニ
ア
統
治
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
軍
部
は
い
か
に
し
て
影
響
力
の
拡
大
を
図
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
ボ
ス
ニ
ア
議
会
の
開
設
は
、
帝
国
の
国
憲
に
ど
の
よ
う
な
変
容
を
生
じ
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、

他
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。

①
こ
の
一
節
は
、
併
合
危
機
が
収
束
し
た
一
九
〇
九
年
三
月
＝
二
日
に
書
か
れ
た
。

　
じ
σ
震
圃
註
し
N
§
ミ
鮎
P
卜
。
｝
．

②
側
近
で
あ
っ
た
共
通
外
務
省
官
僚
A
・
ム
ズ
リ
ン
は
、
エ
ー
レ
ン
タ
ー
ル
が

「
併
合
法
」
問
題
の
解
決
に
苦
慮
し
て
い
た
も
の
の
、
最
終
的
に
は
先
送
り
と
い

う
「
暫
定
的
な
解
決
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
と
記
す
。
〉
一
Φ
×
自
。
巳
時

く
8
ζ
江
沼
戸
b
慶
建
N
瞬
ミ
｝
目
し
買
控
§
隔
壁
肉
ミ
N
ミ
ミ
一
筆
§
§
ミ
し
。
跨
欝
ミ
職
簿
－
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§
鷺
誌
き
§
b
覧
§
器
鷺
鐸
竃
嘗
9
窪
』
8
《
ψ
嵩
O
．

【
付
記
】
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
旨
ω
℃
ω
科
研
窮
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）

（
課
題
番
号
観
さ
ω
。
。
N
O
）

の
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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Rethinking　the　Annexation　of　Bosnia　and　Herzegovina　in

　　　　October　1908：　An　Analysis　of　the　Memoranda　of

　　　　　　　Common　Finance　Minister　lstvan　Burian

by

MURAKAMI　Ryo

　　The　right　of　the　Austro－Hungarian　（Habsburg）　Empire　to　occupy，　not　to

annex，　Bosnia－Herzegovina　was　recogRized　on　the　basis　of　Artic｝e　25　of　the

BerliR　Treaty．　The　Habsburgs　maintained　this　provisional　status　in　both

provinces　unt21　1908．　When　the　revolution　of　the　Young　Turks　in

Constantinop｝e　broke　out　in　July　19e8，　the　possibility　that　the　new　regime　in

Turkey　would　demand　the　restoration　of　sovereignty　over　these　provinces

arose，　and　the　problem　of　the　annexation　by　the　Habsburg　Emplre　became　a

matter　of　great　urgency．　Alois　Lexa　Aehrenthal，　Common　Foreign　Minister

of　the　Habsburg　Empire　（1906－1912），　negotiated　with　Russia　for　a　secret

agreement　in　order　to　successfu｝ly　annex　the　provinces．　ln　order　to　secure

the　Habsburg’s　share　of　the　bargain，　he　unilaterally　declared　the　annexation

of　Bosnia－Herzegovina　on　6　October　19e8．　From　that　time　onward　the

relationship　between　the　Habsburg　Empire　and　Russia　became　aggravated，

and　this　affair　is　regarded　as　the　preiude　to　First　World　War　in　diplomatic

history．

　　But　many　researchers　have　ignored　the　impact　of　annexation　on　the

Habsburg　constitutional　system．　1　point　out　that　it　was　lstvan　Burian，　the

Common　Flnance　Minister　of　the　Habsburg　Empire　（1903－1912），　who

proposed　the　aRnexation　of　Bosnia－Herzegovina　for　the　first　time，　ln　other

words，　Burian　presented　memoranda　proposing　the　anRexation　to　Emperor

Franz　Joseph．　1　would　like　to　emphasize　the　influence　of　both　Burian’s

documents　on　Habsburg　foreign　policy　as　an　jmperial　（common）　affair，　which

was　decided　not　only　by　Emperor　and　CommoR　Foreign　Minister，　but　also

by　the　governments　of　Austria　and　Hungary．

　　Also，　historiographic　studies　do　not　pay　sufficient　attention　to　the

aRomalous　status　of　Bosnia－Herzegovina　under　Habsburg　Dua｝ism．　ln　short，

these　provinces　formed　a　common　administrative　district，　neither　part　．　of
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Austria　nor　of　HuRgary．　lf　this　status　were　to　be　changed，　it　would　require

special　legislation　on　which　both　the　parliaments　of　Austria　and　Hungary

would　have　to　agree．　Based　on　such　an　understanding　of　the　current

scholarship，　this　article　focuses　on　the　development　of　the　annexation　that

involved　the　emperor，　common　miRisters，　governments　and　parliaments　of

Austria　and　HuRgary．

　　In　the　first　section．　1　describe　the　conteRts　of　the　first　Burian’s
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

memorandum　of　May　1907．　His　conception　may　be　summed　up　in　three　maiR

points．　First，　the　transitional　legal　status　of　the　occupation　of　Bosnia－

Herzegovina　allowed　various　underground　and　illegal　activities　by　Serbia．

Second，　it　was　necessary　to　reduce　public　discontent　with　the　central

regime．　As　regards　this　matter，　Burian　intended　to　expand　autonomy　after

annexation　was　achieved．　Third，　when　these　provinces　were　annexed　to　the

Habsburg　Empire，　Bosnia－HerzegoviRa　would　be　iRcorporated　into　HuRgary

to　maintain　Dualism．　He　intended　to　avoid　radical　chaRge　to　the　existing

system　of　government，　that　is　to　say，　to　prevent　falling　into　tripartism

（Austria－Hungary－South　Slav）．

　　The　second　section　deals　with　differences　regarding　annexation　between

Burian　and　AehrenthaL　Aehrenthal　approved　in　principle　of　the　necessity　of

annexa£ion　at　the　ministeria｝　conference　of　December　19eZ　but　he　opposed

the　immediate　action　and　the　alteratioR　of　the　legal　status　of　Bosnia－

Herzegovina　under　the　Habsburg　government．　That　is　why　Burian　presented

a　secoRd　memorandum　to　Franz　Joseph　in　April　1908．　The　purport　of　second

memorandum　was　similar　to　the　first　memorandttm　oR　the　whole，　but　tliere

were　remarkable　discrepancies　between　the　two　memoranda　in　the　details．

First，　Burian　pressed　Franz　Joseph　more　strongly　to　decide　on　annexation．

Second，　Bosnia－Herzegovina　was　to　remain　a　common　administrative　district

after　annexation．　Third，　Burian　made　concrete　plans　for　the　political　system

of　Bosnia－Herzegovina．　On　one　hand，　Bosnia－Herzegovina　would　participate　in

decision　making　on　local　affairs，　but　on　the　other　hand，　it　would　not　have

rights　to　decide　imperial　issues　such　as　military　and　foreign　policy．　However，

Aehrenthal　opposed　annexatioR　on　this　occasion　because　of　the　broad　effect

it　would　have　on　the　European　powers　and　his　apprehension　about

unilaterally　renouncing　the　Berlin　Treaty，　Aehrenthal　thus　rejected　Burian’s

proposal．

　　The　third　section　focuses　on　the　discussion　of　the　common　cabinet　on　the

eve　of　annexation．　Following　the　revolution　of　the　Young　Turks，　Ahrenthal

completely　accepted　Burian’s　conception　of　annexation　and　local　autonomy．
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Therefore，　the　two　cooperated　closely　thereafter．　Aehrenthal　concentrated

more　attention　on　the　problem　of　the　Habsburg　constitutioR　rather　than　the

reaction　of　the　European　powers．　He　aimed　to　pass　an　annexation　law　that

was　founded　on　the　Habsburg’s　succession　law　（in　German，　Pragmatische

Sanktion）　in　the　Austrian　aRd　Hungarian　parliaments．　However，　oR　this

occasion，　Hungarian　Prime　Minister　Sandor　Wekerle　claimed　HuRgary’s

historic　rights　in　Bosnia－Kerzegovina　on　the　basis　of　the　Habsburg’s　law　of

succession．　Aehrenthal　and　Austria　Prime　Minister　Max　Wladimir　Beck

opposed　Wekerle’s　assertion　as　groundiess．　They　could　not　find　a　way　to

settle　the　disagreement，　and　in　the　end　the　annexation　law　was　never

established．

　　The　content　of　my　analysis　may　be　summarized　as　follows：　（1）　We　should

not　overestimate　Burian’s　role　in　the　annexation　attempt，　but　his　memoranda

not　only　stimulated　leading　circles　of　the　Habsburg　Empire　to　consider

annexation　but　also　helped　matters　develop　more　smoothly　in　Vienna　after

the　revolution　of　the　Young　Turks．　As　Burian　himself　later　wrote，　we　should

regard　him　as　the　true　proponeRt　of　annexation．　（2）　As　we　have　seen　in　the

examination　of　the　annexation　law，　the　decision－making　process　for　imperial

affairs　was　very　complicated　and　lacked　a　coordinating　function．　A　full

account　of　annexation　reveals　the　pluralistic　and　iRefficient　policymakiRg　of

the　Habsburg　Empire．

The　lnvestiture　Envoy　Li　Ding－Yuan’s　Perception　of　RyUkya

from　Yu　Deuk－gong’s　Manuscript　Version　of〕roun　Dαeノ々6

　　　　　　Yoza　Log　and　lnternational　Relationships　among

　　　　　　　　　　　　　Qing，　Ryakyg，　Japan　and　Joseon

by

KIMURA　Kanako

　　After　the　invas圭on　by　Satsuma，　a　Japanese　feudal　domain，　Ry肱yu　was

abie　to　maintain　its　monarchy．　Concealing　hls　relationship　with　Japan，

Ry磁（y且received　investit“re冊封from　the　Qi簸g　recognizing　its　tributary

status．　Satsuma　helped　in　this　concealment．　Joseon，　likewise　a　vassal　state　of

（618）


